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Ⅰ 学校教育法 
 
 
○学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号） 
 
第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項（次条
において「設置廃止等」という。）は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなけ
ればならない。これらの学校のうち、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の
通常の課程（以下「全日制の課程」という。）、夜間その他特別の時間又は時期において
授業を行う課程（以下「定時制の課程」という。）及び通信による教育を行う課程（以
下「通信制の課程」という。）、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第百八条
第二項の大学の学科についても、同様とする。  
一  公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣  
二  市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県の教育委
員会  

三  私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別
支援学校 都道府県知事  

２  前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項
を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設
置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出
なければならない。  
一  大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の設置であ
つて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの  

二  大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二項の大学の学科の廃止  
三  前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項 

 ３～５(略) 
 
第十条   私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、
大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。 

 
 
○学校教育法施行令 
 
（法第四条第一項 の政令で定める事項） 
第二十三条  法第四条第一項 （法第百三十四条第二項 において準用する場合を含む。）
の政令で定める事項（法第四条の二 に規定する幼稚園に係るものを除く。）は、次のと
おりとする。  
一  市町村の設置する特別支援学校の位置の変更  
二  高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。第十号及び第二十四条において同じ。）
の学科又は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の
設置及び廃止  

三  特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止  
四  市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更  
五  特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学における通信
教育の開設  

六  私立の大学の学部の学科の設置  
七  大学の大学院（専門職大学院を含む。）の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る
課程（法第百四条第一項 に規定する課程をいう。次条第一項第一号において同じ。）
の変更  

八  高等専門学校の学科の設置  
九  市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃
止  

十  高等学校の広域の通信制の課程（法第五十四条第三項 （法第七十条第一項 にお
いて準用する場合を含む。第二十四条及び第二十四条の二において同じ。）に規定す
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る広域の通信制の課程をいう。以下同じ。）に係る学則の変更  
十一  私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更 

２  法第四条の二 に規定する幼稚園に係る法第四条第一項 の政令で定める事項は、分
校の設置及び廃止とする。 

 
 （法第四条第二項第三号 の政令で定める事項）  
第二十三条の二 法第四条第二項第三号 の政令で定める事項は、次のとおりとする。  
一 私立の大学の学部の学科の設置又は公立若しくは私立の大学の大学院（専門職大
学院を含む。）の研究科の専攻の設置若しくは専攻に係る課程の変更であつて、当該
大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの  

二 高等専門学校の学科の設置であつて、当該高等専門学校が設置する学科の分野の
変更を伴わないもの  

三 大学における通信教育の開設であつて、当該大学が授与する通信教育に係る学位
の種類及び分野の変更を伴わないもの  

四 私立の大学又は高等専門学校の収容定員（大学にあつては、通信教育及び文部科学
大臣の定める分野に係るものを除く。）に係る学則の変更であつて、当該収容定員の
総数の増加を伴わないもの  

五 私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であつて、当該収容定員
の総数の増加を伴わないもの  

２ 前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同
項第三号の通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣
が定める。  

３ 前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しな
ければならない。 

 
 
〇大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成十八年三月三十一

日文部科学省令第十二号） 

 

 （定義） 

第一条 この省令において「大学の設置等」とは、次に掲げるものをいう。 

 一 大学又は高等専門学校の設置 

 二 大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科（以下「学部等」という。）

の設置 

 三 大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは研究科の専攻（以下「研究科等」

という。）の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更 

 四 高等専門学校の学科の設置 

 五 大学における通信教育の開設 

 六 私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更 

 七 大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、大学の大学院若しくは大学院の研究科

若しくは短期大学の学科（以下「大学等」という。）の設置者の変更 

 八 大学等の廃止 

 

 （大学又は高等専門学校の設置の認可の申請） 

第二条 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書（別記様式

第一号の一）に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度（以

下「開設年度」という。）の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大

臣に申請するものとする。 

 一 基本計画書（別記様式第二号） 

 二 校地校舎等の図面 

 三 学則 
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 四 当該申請についての意思の決定を証する書類 

 五 大学又は高等専門学校の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 

 六 教員名簿（別記様式第三号） 

 七 教員個人調書（別記様式第四号） 

 八 教員就任承諾書（別記様式第五号） 

２ 前項の申請をした者のうち、医科大学（医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設

置する大学をいう。以下この項において同じ。）を設置しようとする者は、同項の書類に

加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。 

 一 附属病院所在地域の概況説明書（別記様式第六号） 

 二 附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書（別記様式第七号） 

 三 関連教育病院（医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。）の概要

等を記載した書類（関連教育病院を利用する場合に限る。） 

３ 第一項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実

践的な能力を培うことを主たる目的とするもの（以下「臨床薬学に関する学部又は学部の

学科」という。）を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置

基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）第三十九条の二に規定する薬学実務実習に必要

な施設の概要等を記載した書類（以下「薬学実務実習施設概要書類」という。）を、同項

に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。 

４ 第一項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等（以下

この項において「既設大学等」という。）を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置し

ようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、

教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成

等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書（別

記様式第四号）を提出することを要しない。 

５ 第一項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科（以下この

項において「既設高等専門学校等」という。）を廃止し、その職員組織等を基に高等専門

学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科の

うち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門

学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書（別記様式第

四号）を提出することを要しない。 

６ 第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようと

する者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に

規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。 

 

 （学部等の設置の認可の申請及び届出） 

第三条 学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書（別記様式第一号の一）に

次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度（以下「学部等開設年度」という。）

の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。 

 一 基本計画書（別記様式第二号） 

 二 校地校舎等の図面 

 三 学則（変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。） 

 四 当該申請についての意思の決定を証する書類 

 五 学部等の設置の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 

 六 教員名簿（別記様式第三号） 

 七 教員個人調書（別記様式第四号） 

 八 教員就任承諾書（別記様式第五号） 

２ 前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設

置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第二項に掲げる書類を、前項に規定する期
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間内に文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、前条第二項第三号中「医

科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。 

３ 第一項の申請をしようとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置

しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、第一項に規定する

期間内に文部科学大臣に提出するものとする。 

４ 第一項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項又は短期大学設

置基準（昭和五十年文部省令第二十一号）第四十三条第一項に規定する国際連携学科を設

置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、教員個人調書（別記様式第四号）及び

教員就任承諾書（別記様式第五号）を提出することを要しないものとし、当該学科を開設

する年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する年度の前

年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該

学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に

申請するものとする。 

5 第一項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は学部等（以下この項において「既

設大学等」という。）を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、

同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及

び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学

大臣が認めるものについては、教員個人調書（別記様式第四号）を提出することを要しな

い。 

6 第一項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規

定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野

の変更を伴わないものについては、教員個人調書（別記様式第四号）を提出することを要

しない。 

7 第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとす

る者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規

定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。 

8 学部等の設置の届出を行おうとする者は、届出書（別記様式第一号の二）に第一項に掲

げる書類（同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。）を添えて、学部等開設年度の前

年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。こ

の場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。 

9 前項の届出を行おうとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しよ

うとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、前項に規定する期間内

に文部科学大臣に提出するものとする。 

10 第八項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとす

る者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第八項に規

定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。 

 

 （大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変

更の認可の申請及び届出） 

第四条 第三条第一項、第四項から第八項まで及び第十項の規定は、大学の大学院の設置、

研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届

出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  

第一欄 第二欄 第三欄 

第三条

第一項 

学部等の設置 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の

大学院の研究科の専攻に係る課程の変更 

学部等を開設する年度 大学の大学院を設置する年度、研究科等を設置す

る年度又は大学の大学院の研究科の専攻に係る
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課程を変更する年度 

学部等開設年度 研究科等開設年度 

第三条

第四項 

大学設置基準第五十条第

一項又は短期大学設置基

準（昭和五十年文部省令

第二十一号）第四十三条

第一項に規定する国際連

携学科を設置 

大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八

号）第三十五条第一項又は専門職大学院設置基準

（平成十五年文部科学省令第十六号）第三十五条

第一項に規定する国際連携専攻を設置又は当該

専攻に係る課程を変更 

学科を開設 専攻を設置又は当該専攻に係る課程を変更 

第三条

第五項 

大学又は学部等 大学又は大学の大学院若しくは研究科等 

学部等を 大学の大学院又は研究科等を 

学部等の 大学の大学院又は研究科等の 

第三条

第六項 

大学の学部 大学の大学院の研究科 

学部に設ける学科 研究科に設ける専攻 

第三条

第八項 

学部等の設置 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の

大学院の研究科の専攻に係る課程の変更 

学部等開設年度 研究科等開設年度 

 

 （高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出） 

第五条 第三条第一項、第五項及び第八項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申

請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の

第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  

第一欄 第二欄 第三欄 

第三条

第一項 

学部等の 高等専門学校の学科の 

学部等を 高等専門学校の学科を 

学部等開設年度 学科開設年度 

第三条

第五項 

大学又は学部等 高等専門学校又は高等専門学校の学科 

既設大学等 既設高等専門学校等 

学部等を 高等専門学校の学科を 

学部等の 高等専門学校の学科の 

教育研究上の目的、授与

する学位の種類及び 

教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び

分野、教員組織の編制並びに 

第三条

第八項 

学部等の 高等専門学校の学科の 

学部等開設年度 学科開設年度 

 

 （大学における通信教育の開設の認可の申請及び届出） 

第六条 大学における通信教育の開設の認可を受けようとする者（第二条第六項及び第三

条第七項に規定するものを除く。）は、認可申請書（別記様式第一号の一）に次に掲げる

書類を添えて、当該通信教育を開設する年度（以下「通信教育開設年度」という。）の前々

年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。 

 一 基本計画書（別記様式第二号） 

 二 校地校舎等の図面 

 三 学則（変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。） 

 四 当該申請についての意思の決定を証する書類 

 五 大学における通信教育の開設の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 

 六 教員名簿（別記様式第三号） 

 七 教員個人調書（別記様式第四号） 
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 八 教員就任承諾書（別記様式第五号） 

 九 通信教育実施方法説明書（別記様式第八号） 

 十 通信教育に係る規程 

２ 大学における通信教育の開設の届出を行おうとする者は、届出書（別記様式第一号の二）

に前項に掲げる書類（同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。）を添えて、通信教育

開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るも

のとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。 

 

 （私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出） 

第七条 私立の大学又は高等専門学校の収容定員（通信教育に係るものを除く。）に係る学

則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書（別記様式第一号の一）に次に掲げる

書類を添えて、当該学則を変更する年度（以下「学則変更年度」という。）の前々年度の

三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間に文部科

学大臣に申請するものとする。 

 一 基本計画書（別記様式第二号） 

 二 校地校舎等の図面 

 三 学則（変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。） 

 四 当該申請についての意思の決定を証する書類 

 五 学則の変更の趣旨及び学生の確保の見通し等を記載した書類 

 六 教員名簿（別記様式第三号） 

２ 私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、

認可申請書（別記様式第一号の一）に前項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる

書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。 

３ 私立の大学又は高等専門学校の収容定員（通信教育に係るものを除く。）に係る学則の

変更の届出を行おうとする者は、届出書（別記様式第一号の二）に第一項に掲げる書類を

添えて、学則変更年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣

に届け出るものとする。この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」と

する。 

４ 私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、

届出書（別記様式第一号の二）に第一項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書

類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合にお

いて、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。 

 

 （大学等の設置者の変更の認可の申請） 

第八条 大学等の設置者の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書（別記様式第一号

の一）に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。 

 一 基本計画書（別記様式第二号） 

 二 校地校舎等の図面 

 三 学則（変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。） 

 四 当該申請についての意思の決定を証する書類 

 五 変更の事由及び時期を記載した書類 

 六 教員名簿（別記様式第三号） 

 

 （大学等の廃止の認可の申請及び届出） 

第九条 大学等の廃止の認可を受けようとする者は、認可申請書（別記様式第一号の一）に

次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。 

 一 基本計画書（別記様式第二号） 

 二 当該申請についての意思の決定を証する書類 
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 三 廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類 

２ 大学等の廃止の届出を行おうとする者は、届出書（別記様式第一号の二）及び学則（変

更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。）に前項に掲げる書類を添えて、文

部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第二号中「申請」とあるのは

「届出」とする。 

 

 （認可の手続） 

第十条 文部科学大臣は、第二条第一項及び第六項、第三条第一項（第四条及び第五条にお

いて準用する場合を含む。）及び第七項（第四条において準用する場合を含む。）、第六条

第一項並びに第七条第一項及び第二項の申請があった場合には、開設年度、学部等開設年

度、研究科等開設年度、学科開設年度、通信教育開設年度又は学則変更年度の前年度の三

月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対

しその旨を速やかに通知するものとする。 

２ 第三条第四項（第四条において準用する場合を含む。）の申請があつた場合には、当該

申請のあつた月の翌月から起算して六月以内に当該申請に係る認可をするかどうかを決

定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。 

 

 （法第四条第三項の命令の期限） 

第十一条 文部科学大臣は、法第四条第二項の届出（次条、第十三条及び第十四条において

単に「届出」という。）をした者に対し、法第四条第三項の規定による命令を行う場合に

は、当該届出があった日から起算して六十日以内にこれを行わなければならない。ただし、

当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。 

 

 （認可等の公表） 

第十二条 文部科学大臣は、法第四条第一項の認可（次条及び第十四条において単に「認可」

という。）をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該

認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書（別記様式第二号）、校地校舎等の図面、

学則、大学の設置等の趣旨及び学生の確保の見通し等（大学等の設置者の変更にあっては、

変更の事由及び時期）を記載した書類及び教員名簿（別記様式第三号。年齢及び月額基本

給を除く。）並びに次条に規定する事項その他必要な事項（大学等の廃止の認可をした場

合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他

必要な事項）をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。 

 

 （留意事項） 

第十三条 文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係

る大学の設置等に関する計画（次条において「設置計画」という。）を履行するに当たっ

て留意すべき事項（次条において「留意事項」という。）があると認めるときは、当該者

に対し、当該事項の内容を通知するものとする。 

 

 （履行状況についての報告等） 

第十四条 文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があ

ると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事

項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。 

 

 （提出部数） 

第十五条 この省令の規定による認可申請書（別記様式第一号の一）その他の書類（次項に

おいて「認可申請書等」という。）の提出部数は、別表のとおりとする。 

２ 文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、
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又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。 

 

   附 則 

１ この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 

２ 大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則（平成三年文部省令第四十六号）は、廃

止する。 

３ 平成二十二年度以降に期間（平成三十六年度までの間の年度間に限る。）を付して私立

の大学の収容定員（医学に関する学部の学科に係るものに限る。）を増加する学則の変更

の認可（当該認可を受けるために必要な私立の大学の収容定員（歯学に関する学部の学科

に係るものに限る。）を減少する学則の変更の認可を含む。）を受けようとする場合におけ

る第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度（以下「学則

変更年度」という。）の前々年度三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日か

ら同月三十日までの間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間内」とする。 

４ 平成二十二年度以降に期間（平成三十六年度までの間の年度間に限る。）を付して私立

の大学の収容定員（医学に関する学部の学科に係るものに限る。）を七百二十人を超えて

増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条第一項各号に掲げる書類に加

え、専任教員の氏名等を記載した書類（附則別記様式）を添えて文部科学大臣に申請する

ものとする。 

 

（別記様式第一号の一～第三号は次ページから掲載） 
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別記様式第2号（その 1の2)
日本工業規格A4械製）（用紙

N 。。

等

立｛ ,ic 入 繍

，.十磁の区骨

構成大学の設f没者

＼ ＼＼  構成大学の名称

構成大学の本部の位置

共I司学科等の才1称

共同苧科書の目的

入学定日 器入学定R収評定員

｜＼ 
入学定日 編入学定員 収容定日

＼ 
入学定且 器入学,ell収容定目

＼ 
修業年限 入〈合学定計＇I綴〈入＂学a定＇I'収di定＂刻） 

共同学科等の概堕

専 位

開設時期及び開設年＇＂

救 手干 員草 主平 i持 当W3足掛... 習実験実習 詰i ＇＇争 写記 i≪ 習実験実習 主十 主轟 議 f炉 習 19設実習 員十 講（合計義） 弘首｜可 T主主？
す（各る構抵成諜大科学が目開数設） 科目 科自 科自 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科目 科白 科目 科目 科目 科目

専任教 n等 兼 世 方J怪教貝等 兼任 専｛正教民等 兼任 専任教n等（合計） 護qλJ1t可z)' 
総出盟主語民主 lt 関手 数日等 設~毒症 i 語障由設計 毘手 教員号 立証産量詰語調罰誼計 助手 数日等 綴軍務総助設計陪手

人人 人人 人人 人 人人 人人 人 人人 人人 人人 人人 人人 人人 人 人

（） （） （） （） ｛） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） 
教口組織の概要

研究指導教日等 その他 研究指導数日号 その地 研究指導教員等 その他 研究指導説日等（合計）
その（合数の計他日） 

設il総長 毒自 罰主 lr の教日 長控 語ン日誌 議語 民話 の教貝 社長 毛針i諸国 il設 lt の款n 設f主義控 諸国 由設

人人 人人 人人 人 人 人人 人人 人 人人 人入 人人 人 人人 人人 人人 人 人

（） （） （） （） ｛） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） 

戦 干草 ~！『 住 i賠 住 計 "' 住 法 任 ふf w 妊 3荘 任 計

事務写 生只 （）人
人 人 人

（）人 （）人 （）人 （ ） 人 ( /' （） （） （） 

技術職 n （）人 （）人 （）人 （ ） 人
人

（）人 （）人
人

（）人（） （） 

際H 思H書館専門絞n 人
（）人 （）人 （ ） 人 （）人 （）人 （）人

人
（） 人（） （） 

長聾 その他 町制
人

（）人 （）人
人

（）人 （）人 （）人 （ ） 人 （）人（） （） 

（） ノL
人 人 人 人

（）人
人

（ ） 人 （）人
,., 

｛） （） （） （） （） 

叶ルー
ゴバー

戸ι
寸」同士ハ書画計本基

ll円h円ll

区 う子 専用 共用 共学用＂す専のる位尋の問 店i 専用 共 用 ＼会＇~す：gるの位専の用 五十 専用 共 用 学共同＂す？るの位事締の l；十 目用（合計） 共用（合m ゑ申5日す’，，.つaおも学ち ilt 

校 校 舎敷地 rrl rrl ぱ ぱ rrl rrl ロ1 ロ1， rrl rrl 国 rrl m ぱ rrl ぱ

i世 運動場用地 ぱ ぱ 玄d ぱ ロf m rrl rrl rrl m rrl ば ぱ ぱ rrl 百t

計 rrl rrl rrl m ぱ rrl rrl m rrl rrl ぱ rrl rrl ぱ ぱ ぱ
全！三

ぺ戸 の 他 ぱ ぱ ぱ ぱ rrl ぱ rrl m rrl m rrl 田 rrl ば ぱ m 
ムロ rrl rrl rrl rrl rr' 町t rrl ぱ rrl ロ】 rrl ぱ rrl rrl rrl rrl 

完大＇，ヮ学2ち1共全を初体学除の科い以に係た¥fる定欽ほ言・: （人） （人） （人） 

講義宗 ii淡習室 実験実習室 講義室 ｜演習室 実致実習築 講義室 j液習室 実験実習室

室i 室 笠 築｜ 室 室 室i 集 室

ま文 室 弓j升ι一., 
t,'i報処理学習施設 語学学習持設 情報処理学習施設 語学学習施設 情報処理学習施設 諸学学習施設

（鵠助絞n人室） （補助毅n人室） （補助戦HAf （補助制人子 （鵠助職員人室） （椛助騎且人主） 

専任教只研究室数 ーニ且ミユ 主主 室

凶託子 学術祭誌

覚後科聴1'1 
回投 学術控誌

視；：，；聴資
回符 学術総誌

視覚路賢
［うち時t<IJ［うち丹広告］ 電子日－H

段段l手本 ｛うちm,c書！ ｛うもわ；書｝君子ジヶナ忠 開校標本 ［刊誌認可］ ［うも丹：＜ii電子山田十ι
臨終

関本
器）＼

科
器具 卒千 irn 

図書 設備 録 持 ii杭!ii 市 lt 1弘社＂＇ 紐 " (i¥昭和

〔〕 〔〕 〔〕 〔〕 〔〕 〔〕 〔〕 〔〕 〔〕

（［］） ｛［］） ｛［］） （） （） （） （［］） （［］） （［］） （） ｛） （） （［］） （［］） （［］） ｛） （） （） 

国
,,, 

館
而 lit I閤覧芭時誼 収胡可能日註 部 税｜閲覧盟申註 担割可能冊数 而 税｜閲覧産開設 収拾可能町註

rri I ml ぱ｜

区 分
問点前年控 第l年次 出2',S改

詰3'"'" 
開設前年度 第i年次 第2'fc止 話3年次 関誌前年度 蔀l年改 詰2年止 古i3'fc1"

部4年比 部5年止 'ii 6＇＂止 一、、、、、、 詰4年止 指5年次 第6lfc止 一～、、、、、 第，！＇，：止 出5年次 出6年次 ＼、、

教工ii人当 、＼＼ 千円 千戸l 千？I ＼＼ 子l'I 千円 千阿 、、、 千円 千円 千円

護殺l! り研究費等 千円 千円 千円 、、、 予~ 千円 千円 、、、、 千円 千円 千円
、、、＼

"' 号官共同研究費等

、、、 千円 千円 千円 一、、、、 千円 子同 千阿 ＼、＼ 千阿 千円 千円

子l'I 千円 千円 、、、、、 千円 千l'I 千l'I、、、、 千l'I 千円 千円 ＼、＼

千符 千l'I 千l'I 千内 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千ド］ 千円
1311＇ト総入 l,

千円 千阿 、＼＼ 千円 千円 千円 ＼、＼ 子同 子阿 、、、、千ド｝ rn 

設備購入賞
千円 千l'l 千円 千円 千l'I 千円 千円 千円 11'1 千戸j 手向 千円

千円 千l'I 千j可 ＼＼、 千阿 千円 千円 、＼ 千円 千円 千l'I、＼、

"' 
!iii年次 話2年次 前3年＇＂ 出4年次 詰l，，「i大 詰2'f.止 第311'1士部4年次 第l年次 前2年止 話3年次 部4年止

慌聾 学生1人当り 第5'f.1"指6'''" ～～～～～ 第五年比 話6年止 ーーーーー 詰5'1'1" 詰6年次 ～ーー～

納付金 千l'I 千円 千ドii 千円 千円 千円 rn 千円 千l'I 千符 千円 千円

千l'l 千円 ～、ーーー 千円 千戸i ～ーー～ 千円 千円 」～～～

宇維佐持納方付法金の以段外の史

｛告 ,, ι 
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日 清 耳 鳴 学 折 伸 一 ι 川 町 沖 斗 N V W G 今 淫 m 刊 誌 外 務 N 4 （ ふ 叩 S H S H V π 吉 ド ’ μ S 尚 一 治 ゆ 守 涛 斗 A U f 作 。

同 地 ’ h h S 汁 内 1 3 且 再 試 同 E 打 訴 か A W E S 持 出 3 副 長 ゆ 命 蜘 叫 し 凶 作 斗 ω v g命 界 一 「 詩 吟 h H 俗 」 一 「 お 同 部 」 「 副 必 需 持 h H ヨ 尚 鴨 」 一 「 呂 政 再 容 」 守 「 思 議 忍 」 出 河 川 町 「 宗 一 立 罫 」 δ 翠
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ω 計 J i お S 吋 給 与 S 胎 4 3 m t L 出 品 町 会 い 町 中 作 斗 ー か 話 。 ロ 「 洋 司 担 謂 」 ι 「 ゆ 岡 山 陪 従 」 一 「 蒋 山 川 町 ↑ 「 持 協 桟 」 「 各 開 封 出 環 刈 同 時 」 「 回 議 開 蕊 」 「 因 坊 目 当 」 「 ｛ ナ ベ 3 2 N N q 「 鈴 持 S 担 罫 A M q H H q 様

車 社 時 3 藷 沼 」 S 翠 一 ハ お 〉 4 今 注 詩 吟 三 ハ れ 付 。

ム 「 担 持 諮 問 」 S 翠 δ 「 日 恕 砧 思 」 打 一 持 品 得 砂 時 e h ～u o

ω 尚 喜 π存 「 」 M 戸 界 「 引 川 町 民 A W 「 」 ～ H L U 5 〉 4 ー か わ い 作 。

別
記

様
式

第
2
1
f
 
（
そ
の

2
の

1
)

教
育

5果
程

等
の

が北
要

(
C
C
学
m,
oo

学
科
等
）

単
位
数

授
業
形
態

専
任
数
日
芋
の
両
日
Vi

科
目

11
'1
，
科
目
の
ず

l相、
自己
当

’j
} 

】世
Iii 

,ii号
iifi 

験実
J土

授r故i在
i昨

国
J

即
J

備
考

｜豆
分

年
ik

修
択

ill 
持

l~
 

1災可
j受

』
i

救
手

科亡。目
小

川
（

科
目

）

＂＇斗 企与 科目

ノト
叶

（
 平
！日
）

科 口仁
利8

 
日

ノl
、
計
（
手
｜
目
）

i
とb ム 科目

小
計

（
科

目
）

合
計
（
科
目
）

午
：
位
又
は
布
、
号

学
｛
立
又
は
学
科
の
分
野

卒
業
嬰
件
及
び
版
修
方
法

J畳
敷
IUJ
III
J)S
;

l
学
年
の
学
月
IJG
:分

JUI 
I
学
JP]
の
授

!j
{i
j
割問

l
迎

11
昨
限
の
授
染
l時
IIQ

分

日
本

工
業

規
格
A

4
 *i£
l'J
.) 

（
用
紙

F L u r A W J吋 竿 諮 ゆ

(i
t)
 抽
出
掛
！
日
目
出
制
部
桃
山

;:t~
f~lt

~Kt~
if~f

li諮
問
害
時
出

t；~叫
4

防
長

形
態

j
の

欄
の

「
実

験
笑
iむ

に
は

笑
技

よ
」
tこ
よ。

-
3
7
4
-

37
5
ー

- 12-



日
本
工
業
規
格
A
4
縦

~I
)

教
育

課
程

等
の

概
要

（
共
同
学
科
等
）

（
共
同
0

0
学
部
8
0学

科
等
）

単
位
数

授
業
形
態

リl
任
教
li
噌
の
百
Jぜ
t

科
目

J受
，；［；
科
自
の
名
称

f氾
当

l問
i泣

必
選

任
l

議
i，毛

』ヨ挽
ミ

Ix
 

ills 
；』
t

助
助

1,m
,~

· 
I主
分

年
次

7、
品寸

教
修

択
r11 

i品
？世

実3出
J文

J受
師

#k 
手

。。科目

小
計
（
科
目
）

ε〉 ム 科目

小
計
（
科
目
）

口口科目

ノト
百十
（

科
目
）

ム ム 科目

小
首

1・
（
科
目
）

合
計
（
科
目
）

年
世
又
は
柏
、
母

I
 

学
位
又
は
学
科
の
分
間

半
（
虫
色
嬰
件
及
び
霞
修
プ
Si
t

開
設
大
学

開設
!p.
世数
（必

I,
)

授
詩
、
押
11111
1
噌

l
ちこゴ

iー
の
学
開
l区
王子

開
i

i
学
Im
の
授
業
期

lill
3自

l
時
限
の
授
業
l時
間

j
分

（
用
紙

別
記

線
式

第
2
号

（
そ

の
2
の

2
)

国 一 」 川 目 立 博 メ 滋 N d （ 中 3 N 3 ω ）

（日
）

1
 共

同
学
科
等
を
設
m
す
る
場
合
は
！

2
共
同
学
科
等
を
設
fill
す
る
場
合
は
．

吃
別
の
も
の
を
作
成
す
る
こ
と

よ
学
部
等
，
研
究
宇
｜
等
若
し
く
；
立
高
等
専
門
学
校
の
学
科
の
設
置
又
は
大
学
に
お
け
る
通
信
教
育
の
開
設
の
酬
を
行
お

う
と
す
る
場
合
に
は

l
授
与
す
る
学
位
の
税
事
i及

び
分
野
又
は
学
科
の
分
野
が
閉
じ
学
部
等

研
究
科
等
若
し
く
は
潟
等

専
門
学
校
の
学
科
（
学
｛
立
の
秘
類
及
び
分
野
の
変
更
等
に
関
す
る
基
準
（
平
成
卜
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
！
ー
九
号
）

別
表
第
一
明
ii<
t
又

は
別

表
第

二
例

ー
に

係
る

も
の

を
含

ち
）

勺
い

七
も

作
成

す
る

こ
と

。
4
 私
立
の
六
学
若
し
く
は
；
均
等
専
門
学
校
の
収
校
定
貝
ド
係
る
干
員

IJの
五
~
の
認

1i]＂
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
若
し
く
は

届
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合

i
大

学
等

の
問

者
の

変
更

の
認

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
場

合
又

は
大

吋
の

廃
止

の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
若
し
く
は
周
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は

こ
の
訪
類
を
作
成
す
る
必
姿
は
ぽ
い
。

5
 開

設
す
る
授
業
科
目
に
応
じ
て

適
誼
科
目
区
分
の
枠
を
設
け
る
こ
と
。

0
 r授

業
形
態
j
の
11,1

の
「
笑
験
・
，
；
，
；
潔
J

に
は
，
実
技
も
含
む
こ
と
。

目
立
言
己
株
式
第

2
号
（
そ
の

2
の

1
)

に
代
え
て
，
こ
の
書
類
を
｛
γ
成
す
る
こ
と
。

こ
の
書
類
に

IJl1
ぇ
，
苦
闘
様
式
第

2
号
（
そ
の

2
の

1
）
の
例
に
よ
り
，
榔
）
北
大

-
3
7
6
-

（ 沼 津 鶏 隠 ）出品
円H線治議〉品

判品，
？
 官再今A、~料吋1“~- 戸仇4が

己
主
ロ
｝一

出
物

b
炉

cc
苧
C
::; 

!X
＇ギ

。
凶

事
b
~
 
国三
言。

。
干

呼
出

吟主。主
ミ

ヰ今
エ：

 
t吋(

 ••
 

吋
，
 

首言
豆

情「
棉呼

勾
ーー相
ー

哨干
守干

今
静物十

ヨ
道
住
主
元主；

 
E

き
）
 

cm
 

同一
t
m
 

I)
 

*
 

会寺々
中

。 。 特千梢

同
盟
主
主
12
芸
詔
出

弓
I

 I
 

キ令
F苦

fくt
い

F手
法

町叫
羽目

ーW倫
マ

'' 

ロ対
i面ill
 

母
2片‘よi

 
南自 4除

F存
ごう

翠
4再〉や→仲<
! 骨!

 

森
県

〉亙泊f三Z持p言E
:

 

官

藷
芦
さ
民

"" 掠
湘

E片て4や:
 山今：

ゐ

"
'
 

i!!i
ト

ト
ー
尚
一
一

L
一一
一一
一一

お
事
長

官主
（
 

I
 I

 
＂ー裕司：

叫h叫
エ・.

 
正与

困
一

一
い一
一一
一一
一

号E品詰
』

盟 3向3情~ 
時
王
寺

言語
陪

山
ト1怖

』メ手
苦言

尚一、.，
市
町
崎
片
言
崎
待

協
J

日

瀧

監
明出

岬号

cs 〉枠十
持

5
中下

廿
罫

＝ーゅ？
よ，

 
持):: 

二4羽
ム'

 

斗
ill
,ロ詰
持打
＇＂

開；，
，•

41t¥:
 

雨時進言者望

出口
話持
打対
＇＂
斗
持
議

、、
F
ノ

斗
illロ
詩話持

7τ
＇＂罰

'ii,

斗出
口苗
持口
＇＂

持
冨

斗
ill民
ロ話押

7τ
さド
斗
S
§
S

干
5

2『
4

よι
4
 

三事
,, 議'"
 

ヰ
也

選

37
7 

－ 2 古 川 協 議 市 小 中 指 品 町 民 日 間 J 守 合 同 岬 咋 江 主 戸 田 諒 弘 「 部 N ぃ 」 （ 巾 3 N S H ） 打 完 K F ぺ れ 呂 凶 増 強 咋 守 詩 J 叫 が h 作 o H C 2 片 ！ 門 医 読 陪 窓 枠 制 占 十 一 帯 以 町 民 吋 m J ゅ ー か 片 生 同 q 陪 器 山 手 召 片

竹 下 窓 口 h s山 町 諮 品 町 コ 島 斗 か れ 作 。 浩 一 日 ｝ 芸 科 主 一 一 田 打 dτ ペ 一 件 出 詩 学 2 3 椋 再 印 議 官 ヤ 「 片 器 時 打 時 三 同 市 骨 明 治 「 汗 作 J 4 i か U 究 官 昌 世 論 打 砕 吾 郎 h い 什 o

N 世 ω ィ 3 片 ハ 引 出 「 〈 一 件 岳 山 哨 J 4 ～3 4 1 持 3 完 J R m b 一 h 訴 か 特 Z 一－ 3 時 出 a u担 割 『 咋 均 一 w h J 什 叫 ー が お 咋 時 「 〈 耳 目 E 咋 4 4 M ω ψ 什 J 叫 が 器 咋 。 片 特 4 3 時 間 蛤 呂 持 出 3 見 出 『 品 町 市

ヰ h J 汁 斗 か 器 時 同 一 件 計 h U 1 4 3戸 v m H r s お 叫 『 刈 叩 市 ヰ ー 円
L

凶 作 斗 か 詩 吟 出 「 〈 存 割 ～ 丘 中 司 訟 中 汁 斗 併 話 時 E － 刊 号 山 守 叫 出 品 町 『 ゴ 停 斗 創 出 d 曜 日 骨 古 。

ω 吉 弘 斗 が 部 瀞 古 田 口 p d 戸 い ペ 協 同 字 国 ｛ 凶 山 V V 3 亨 時 心 開 ヰ か わ い 什 。

泊 三 川 町 M U F A 市 」 3 一誠一向山 3 「 山 」 銭 円 山 市 出 」 一 h E 山 市 忠 世 玲 昨 れ 庁 。
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)JI
］
記
株
式
第

2
号

（
そ

の
3
の

2
)

(J
1J
t1
, 

日
本
こ
［
，
業
規
格

A
4
縦
im

授
業

科
目

の
概

要
（

共
同

学
科

等
）

（共
｜己

K
O
学
i¥
ls
OO

学
科
等
）

科
目

開
設
大
学

J収
業
科
目
の
名
称

,ioi
，出！！｛，

O
）
内
容

伽，
5・

Iま
分

(r
主） 1
 
共

i司
学
科
等
を
設

1~
：
す
る
場
合
は

l
)J!J
記
様
式
首
，

2
号
（
そ
の

3
の

1)
に

代
え

て
こ
の
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
。

2
 
共
同
学
科
等
を
設
m
す
る
場
合
は
！
こ
の
ミ
！
？
類
に

111
1
え
。
別
記
総
式
首
己

2
号
（
そ
の

3
の

1
）
の
例
に
よ
り
，
構
成
大

学
V!J
の
も
の
を
fr
!，

比
す
る
こ
と
。

3
 
liil
，
没
す
る
授
業
手
｜
自
の
数
に
応
じ
，
適
主
l枠

の
数
を
増
や
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

4
 
私
立
の
大
学
悲
し
く
は
尚
等
専
門
学
校
の
収
容
定
良
に
係
る
学

ftl
j
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
務
し
く
は

府
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
，
大
学
等
の
設
置
者
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
ー
る
場
合
又
は
文
学
等
の
縫
止
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
若
し
く
は
届
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
！
こ
の
111
＇
類
を
作
成
す
る
必

＇！；＇
：
は
な
い
。

-
3
7
9
 

別
記

様
式

第
2

号
（

そ
の
3
の

1
)
 

（
用
紙

日
本
工
業
主
見
絡

A
4
縦

]l!
I)

授
業

科
目

の
概

要
(
0
0学

部
0

0学
手
｜
等
）

科
目

授
業
利

1'1
の
名
称

泌
総
得
の
l',
1'!

怖
考

ほ
分

（注
）

1
 1剖

設
す
る
授
業
科
目
の
数
に
応
じ
，
巡
：
ili：

枠
の
数
を
増
や
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

2
私
立
の
穴
学
若
し
く
は
尚
等
専
門
学
校
の
収
容
定
民
に
係
る
学
日

lj
の
変
更
の
認
司
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
法
し
く
は

間
山
を
行
お
う
と
す
る
場
合

1
穴
学
等
の
設
1i'I
者
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
大
学
等
の
廃
止
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
悲
し
く
は
応
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
，
こ
の
lli'
Ji'i

を
作
成
す
る
必
要
は
な
い
。

-
3
7
8
-
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別
記
iii
，式告

11
3
号

（
そ

の
1
)

 教
員

名

学
長

の
氏

制｛
＇
i'

フ
リ
ガ
ナ

保
干

j

il'i
号

役
職

名
氏

名
年

齢

＜
就

任
（

予
定

）
年

月
＞

ちこ
依？
；

(i
i)
 
1：：；
等
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
校
長
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

-
3
8
1
ー

（
用
紙

日
本
工
業
規
絡

A
4

 *i
,i
~目
）

簿

名
等

月古
，
ii基

本
給

現
職

（
千
円
）

（
就
任
4

月）

別
記

株
式

第
2
号

（
そ

の
3
の

3
)

（
用
紙

日
本
工
業
規
絡
A
4
,
i
H
m

授
業

科
目

の
概

要
（

国
際

連
携

学
科

等
）

(
0
0
学

部
間

際
迎

悦
0

0学
科
）

宇
1-1
ヨ

!Jil
filt

大
学

授
業
科
目
の
名
称

講
義
等
の
内
容

仙
寺

｜草
分

れよ
）

1
 臨

時
、
述
携
学
科
等
を
設
位
す
る
場
合
は

B日
記
様
式
第

2
号
（
そ
の

3
の

1）
に
代
え
て
こ
の
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
。

加
え
て
，
医
i際

迎
携
教
育
学
科
等
を
設
依
す
る
大
学
及
び
述
携
外
国
大
学
£1
）
に
こ
の
｛
ii＇

類
を
作
成
す
る
こ
と
。
共
同

liH
設

宇
｜
自
に
つ
い
て
は
，
当
該
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
場
合
に
。

lfi
1立

を
修
符
し
た
と
す
る
大
学
の
也
知
に
含
め
る
こ
と
。

2
 開

設
す
る
授
業
科
目
の
数
に
応
じ
！
適
宜
枠
の
数
を
地
や
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

3
私
立
の
大
学
者
し
く
は
お
等
専
門
学
校
の
収
容
定
貝
に
係
る
学
目

IJ
の
変
JI.I

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
若
し
く
は

服
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
，
：
＝
学
等
の
設
ii¥'
者
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
大
学
等
の
廃
止
の
認
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
悲
し
く
は
届
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は

l
こ
の
書
類
を
刊
成
す
る
必
要
は
な
い
。

38
0
ー
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別
記

様
式

第
3
号

（
そ

の
2
の

2
)

別
記

様
式

第
3
号

（
そ

の
2
の

1
)
 

（
府
紙

日
本
工
業
規
格

A
4
縦
型
）

(JI
J
紙

日
本
工
業
規
格
A
4
 *i
Uf
l)
 

教
（
共
同
0

0学
部
C:
::
J
＂下
干！
一等
）

員
の

氏
名

等
教

員
の

氏
名

等
<o
o,
;,
m:
oo

学
科
等
）

IJI
H'i
' 

ザf
ff:
等

フ
リ
プ
f
ナ

保
有

月
iifi

ll
H当

授
業
科

自己
当

担
当

年
間
l

五
l

!1
~ 

1¥1
誌
に
官
、
る
大
学
等

帯
号

［，
｛分

｝時
iι

氏
名

if' 
llf, 

学
位
司
事

＂
本
給

[: 
iの

名
称

年
次

単
位
数

Iii
！，
拡散

（
就
任
者
月
）

の
臨
時
に
従
事
す
る

く
itfl
:I
予
定
昨
日
〉

（
千
円
）

過
当
た
り
平
均
日
数

I
 
I

 
I

 Hu
i 
I

 
L

 
I

 
I

 
I

 
I

 
•\I
誌に

悟る
大，

，，
，，

；

判
官

I~~
t: I附

I<m
rf~:

:,rn
> l'
1'iti 

(i
t)
 

1
 共

同
学
科
等
を
設
問
す
る
場
合
は
，
別
記
様
式
第

3
号
（
そ
の

2
の

1)
に
代
え
て
！
こ
の
也
知
を
作
成
す
る
こ
と
。

2
共
向
学
科
等
を
設
慨
す
る
場
合
は

1
こ
の
設
類
に

111
1
え
。
別
記
株
式
第

3
号
（
そ
の

2
の

1)
の
｛
刊
に
よ
り
，
構
成
大

学
別
の
も
の
を
作
成
す
る
こ
と
。

3
 t
文
民
の
数
に
応
じ

迎
1＼

：
枠
を
地
や
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

4
 私

立
の
穴
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
の
l収

容
主
主
民
に
係
る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
若
し
く
は

脳
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
大
学
等
の
設
ii'/
者
の
変
1互

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
，
こ
の
書
類
を
作
成

す
る
必
姿
は
な
い
。

5
 「

申
請
に
係
る
学
部
等
に
従
事
す
る
過
当
た
り
の
平
均

El
数
J
の
側
は
！
専
任
教
員
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

(i
t)
 

1
 数

民
の
数
に
応
じ
，
適
宜
枠
を
切
や
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

2
 私

立
の
大
学
若
し
く
は
I均

等
専
門
学
校
の
収
容
定
貝
に
係
る
学
目

I]
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
若
し
く
は

脳
出
を
行
お
う
と
す
る
場
合
又
は
六
年
ニ
等
の
設
ii'/
者
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
，
こ
の

f)l
類

を
作

成
す

る
必
姿
は

t;,:
い

3
「
附
に
｛
ぷ
学
部
等
に
も
て
＞
;JI.
す
る
迎
当
た
り
の
平
均
日
数
j
の
欄
は
専
任
教
只
の
み
記
紋
す
る
こ
と
。

3
8
,
-
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日
日
記
様
式
ti
l4

号
（

そ
の

1
)

 

（
用
紙

日
本

工
業

規
格
A
4
*
t獄

）

教
員

個
人

調
書

履
膝

書
フ

リ
プ
f

ナ
I
 

,1:
11
山

I(
1州

i
氏

名
1個

別
'I' 

月
日

（
制
政
）

医
l

Xrr 
現
it
所

月
¥¥li
基

本
給

千
円

日寸
一

自主

'I' 
Fl 

,Jr 
現

Fl 
年

Fl 
if. 

月

｝限
l註

JJ 
司
L

m
 

'I' 
Pl 

年
月

11三
丹

学
会

及
び

相
会

に
お

け
る

活
動

噌

現
在
所
属
し
て
い
る
な
→
会

｜
 

l'I 
立
l

iJS 
fl 

年
円

'I' 
円

'ft 
；向

fド
月

司
i

耳え

年
J'J 

年
月

'I二
月

現
在

σコ
］蹴

Iii 
。コ

状
i見

勤
務

先
職

名
｜

学
部

等
又

は
所

服
部

局
の

名
称
i

勤
務
状
況

liiJ 
設

1長
の

青瓦
,t 

。コ
状

；兄

勤
務

先
J車

名
｜
学
部
等
又
は
所
服
部
局
の
名
称
｜

勤
務

状
況

上
記
の
と
お

9
将
迫
あ
り
ま
せ
ん
。

年
月

日
氏
名

印

(i
i'
) 

1
 こ

の
科

激
は

，
学

長
（

尚
等
Wl
"I

と
子

校
に

あ
っ

て
は

校
長

）
及

び
専

任
教
n

に
つ

い
て

作
成

す
る

こ
と

。
2
 
阪

科
大

学
又

は
涯

学
若

し
く

は
歯

学
に

附
す

る
学

部
若

し
く

は
学

部
の

学
科

の
llit
li'.
t
の

認
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

，
11甘

胤
病

院
の

長
に

つ
い

て
も

こ
の

役
獄

を
作

成
す

る
こ

と
。

3
 「
l]l
l1i
i
」

の
欄

は
当

該
学

長
等

が
外

図
絡

で
あ

る
場

合
に

の
み

，
そ

の
l羽

名
を
記
入
す
る
こ
と
。

4
「
氏
名
J

は
本

人
が

自
帯

す
る

こ
と

。
5
 
印
if

は
白

印
鍛

登
録

を
し

て
い

る
印

常
に

よ
り

押
印

寸
る

こ
と

。
た

だ
し

や
む

を
得

な
い

Zj
f,
f±
I
が

あ
る

と
き

は
1

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
「
氏
名
j

は
。

旅
券

に
し

た
署

名
と
i司

じ
文

学
及

び
命

体
で

自
宅
fす

る
こ

と
0

6
押

印
し

た
印

筑
に

係
る

印
鍛

笠
録

経
明

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
抑

印
を

省
略

し
た

場
合

に
は

，
旅

券
の

写
し

を
添

付
す

る
こ
と
。

-
3
8
5
-

別
記

様
式
i!
il
3
号

（
そ

の
3
)

（
別
紙

日
本
工
業
主
見
絡
A
4
*
i
H担
）

専
任

教
員

の
年

齢
構

成
・

学
位

保
有

状
況

｝時
f立

Cf'
位

29
歳
以
ー
ド

30
～
39
l
立

4C
～
49
1&
 
50

～
59
1在

60
～
64
成

65
～
69
成

70
立
立
以
上

,g, 
ai・

側
こi,

税

1'!I 
人

人
人

人
A
 

人
人

人

修
二i二

人
人

人
人

人
人

人
人

*" 人
n
 号ι

人
人

人
人

人
人

人
人

制
JUI

大
人

人
人

川
j、

人
人

人
人

そ
の

他
人

人
人

人
人

人
人

人

Iよ
人

人
人

人
人

人
人

人

寄生
：： 

／、
人

，、
人

人
人

人
人

市
教

授
乙，，

ゴゴ
人

人
人

人
人

人
人

人

実
l

jリ
l

ノミ
人

人
人

－、
f川

人
人

人
人

人

そ
の

他
人

人
人

人
人

人
人

人

WI
 

ゴゴ
人

人
人

人
人

人
人

人

{I*
 

士
人

人
人

人
人

人
人

人

品
t

削
！
年

土
人

人
人

人
人

人
人

人

安：／：
JUJ
τ

ユ
kミ

人
人

人
人

人
人

人
人

そ
の

他
人

j
、

人
人

人
人

人
人

tw
 

士
人

人
人

人
人

人
人

人

{I}
 

オゴ
人

人
人

人
人

人
人

人

助
宇土

＇え
J"

 
士

人
人

人
人

人
人

人
人

会半
J
JUJ 

大,!:
 

人
人

人
人

人
人

人
人

そ
の

他
人

九
人

人
人

人
人

人

Ji!! 
士

人
人

人
人

人
人

人
人

世主
土

人
人

人
人

人
人

人
人

必n
'
 

計
三
井

人
人

人
人

人
人

人
人

知
IUf

大
人

人
人

イ
a

ゴ
z

人
人

人
人

人

そ
の

他
人

人
人

人
人

人
人

人

(i
t)
 

1
 こ

の
書

類
は

I
申

請
又

は
周

出
に

係
る

学
部

等
こ

ー
と

に
作

成
す

る
こ

と
。

2
 こ

の
1'.F
!IJi

は
。

専
任

教
員

に
つ

い
て

の
み

！
作

成
す

る
こ

と
。

3
 こ

の
読
ま
N
は

！
何

百
又

は
届

出
に

係
る

学
部

等
の

開
設
1え

当
該

学
部

等
の

修
業

年
限

に
相

当
す

る
却
Jlli
l
が

満
了

す
る

年
度

（
以

下
「

完
成

年
度
J

と
い

う
。

）
に

お
け

る
状

況
を

記
l除

す
る
こ
と
。

4
専

門
職

穴
学

院
の

課
程

を
修

了
し

た
者

に
対

し
授

与
さ

れ
た

学
｛

立
に

つ
い

て
は

！
「

そ
の

他
J

の
欄

に
そ

の
数

を
記

I紋
し
，

「制
ii
考
j

の
欄

に
。

具
体

的
な

学
位

名
称

を
付

記
す

る
こ

と
。

-
3
8
4
ー
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別
記

株
式

首
j
5
 Jtj-

（
用
紙

日
本

工
業

規
絡
A

4
縦
話
v

教
就

承
壬，d 作 B ι

諾
書

員

口 U
3  
1  

1  
（中

i，
・

；
者

名
）

股

氏
名

1,11 

在、
は。

0
0
7，

学
の
設
位
の
3.君

、
可
の
仁
は
，

0
0学

部
o
c

学
科
の
専
任
の
数
民
と
し
て
，

0
0年

0
0
月
0

0
日

か
ら

就
任
L
，

下
記

の
科

目
を

担
当

す
る

こ
と

を
承

諾
し

ま
す

。

記

（注
）

1
 こ
の
書
類
は
，
学
長
（
前
，

t•
l'

WI
”l
学
校
に
あ
っ
て
は
校
長
）
及
び
数
民
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
。

2
 Il
l
科
大
学
又
は
医
学
若
し
く
は
治
学
に
測
す
る
学
部
若
し
く
は
学
部
の
学
科
の
設
抵
の
認
刊
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
，

附
脱
病
院
の
lit
に
つ
い
て
も
こ
の
性
舗
を
作
成
す
る
こ
と
。

3
「0

0大
学
の
設
i目
J

及
び
「
oc

学
部
C

J
学
科
j
の
部
分
に
つ
い
て
は
，
認
可
の
中
前
の
内
容
に
応
じ
，
適
切
に
表

記
を
変
更
す
る
こ
と
。

4
「0

0学
音
11
00

学
手
｜
の
専
任
の
救
J'1
J

及
び
「
就
任
l.

下
認
の
科
目
を
担
当
す
る
J

の
部
分
に
つ
い
て
は
。
役
職
。

授
業
科
目
の
担
当
の
本
f1
！
叫
す
に
応
じ

適
切
に
表
記
を
変
1Jl
す
る
こ
と
。

5
「
氏
名
」
は
，
本
人
が
11J
殺
す
る
こ
と
。

6
 
印
影

l立
。
印
鑑
塁
走
録
を
し
て
い
る
印
常
に
よ
り
押
印
す
る
こ
と
。
た
だ
し
や
む
を
符
な
い
ヰ

f・I
討
が
あ
る
と
き
は
，
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
。
「
氏
名
Jは

i
旅
券
に
し
た
署
名
と
向
じ
文
字
及
び
書
体
で
自
号
号
す
る
こ
と
。

7
専
任
教
員
と
し
て
就
任
す
る
者
に
つ
い
て
は
！
押
印
し
た
印
殺
に
係
る
印
鑑
主
主
録
証
明
書
を
添
付
す
る
こ
と
。
抑
印
を

省
略

し
た

場
合

に
は

，
旅

券
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

た
だ

し
別
記
株
式
第

4
号
に
添
付
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で

な
い
。

-
3
8
7
-

別言
己主

（，
式
第

4
号

（
そ
の

2
)

（
別
紙

日
本

工
業

規
格
A
4
t
t刻
）

教
育

明会
’ブ7
'cし

業
高責

書
1j.
 

Pl 
El 

氏
名

lcll 

M
 

究
分

jff 
日
f

究
ト人
j

？争
の

キ
ワ

ド

教
n
 

J・ 
σ〉

i花
1J 

l町
す

る
:Jf. 

立
l

,n
 

1jS
月
日

。旺
'll' 

1
 5
土
干
11
Ji
1，、
の
；，

w~
例

2
 作

成
し
た
教
科
＼

1F.
I土
材

3
教
育
！
の
能
力
に
｜
到
す
る
古
学
等
の
社
側

4
 ~

i務
の
経
験
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
の
対
日
己
ヲ

•j
[J

Ji

5
 そ

の
他

］間
,t 

。コ
尖

封
l

！開
す

,., 
m
 

'Ji・ 
~·1

 
年

Pl
El 

概
盟

1
 r
n告

免
許

2
特
許
司

3
 1
，こ
務
の
絞
験
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
の
特
記
事
項

4
 そ

の
他

l1Jf 
究

1住
品•

；
～、丸
'
 

！問
す

る
中

1fi
 

若＇
J'f.

学
術
論
文
等
の
名
称

共
I払'l
l＇.品
の
別

発発
表行
の又

ii'は
4
月

発は
行発
所表
，学
発会
表
(Ii雑

2
の誌
名等
称
又

IK 
w
 

（若
許）

2
 

3
 

（
学
術
論
文
）

2
 

3
 

1
 

（
そ
¢
血
）

2
 

3
 

（日
） 1
 こ
の
書
類
は

字
公
（
向
$
専
門
学
校
に
あ
っ
て
は
校
長
）
及
び
専
任
教
11
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
。

2
医
科
古
学
又
は
医
学
者
し
く
は
的
学
に

i悶
す
る
宇
部
悲
し
く
は
学
部
の
学
科
の
設
恨
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

11』
合

間
属
病
院
の
民
に
つ

い
て
も
こ
の
ミ
性
却
を

ij
,;
,t
す
る
こ
と
。

3
 「
研

・cl
持
続
等
に

1閉
す
る

ljf.
項
」
に
は

llf
lii
の
竹
成
時
に
お
い
て
未
発
去
の
も
の
を
，
le
入
し
な
い
こ
と
。

,j 
f氏

名
」
は
！
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

5
向
JI；
，は

印
鑑
m:

1
を
し
て
い
る
印
取
に
よ
り
；

111日
lす
る
こ
と
。
た
だ
し
。
や
む
を
押
な
い

•Ji
山
が
あ
る
と
き
は
！
古
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

「
氏
名

j
は

I
旅
卦
に
し
た
帯
お
と
阿
じ
文
字
及
び
書
体
で
，

i，
，
許
す
る
こ
と
。

38
6
ー
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別
記

織
式

第
7
号

（
用
紙

日
本
工
業
規
絡

A
4
縦
型
）

附
属

病
院

の
医

師
，

歯
科

医
師

，
看

護
師

等
の

配
置

計
画

書

ぶ
J

w：
任

兼
任

計

州
第

第
第

開
第

第
lil 

l)[j
 

第
第

第
備

考

設I時
年次

年次
年次

設
i世

《次ド
次年

年 J、R
3次l' 

年次
i次ド

時
時

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
人

人
医

f 自
l

一
r羽｛

事｝
医

師

一
"' 

持
l

前
l

一
イ7

設
師

一
ii主

Y]・ 
iill 

前
i

トー
一一

o[i
 

:&
 

助
手

ト一
一

診
療

放
射

線
技

締
ト

叩
…

診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
煎
l

臨
床

検
査

技
師

衛
生

検
主

主
技

師

一
当
2

1[
 

士

一
歯

科
衛

生
士

ド一
一

歯
科

技
工

士
ド一
一一

理
学

療
法

士
」
一

作
業

療
法

士
」

臨
床

工
学

技
士

）
 

て
の

他
の

技
術

職
員

一
!)
! 

務
JJl 

ー
そ

の
他

の
職

只

前
II 

i〔
「つ

こ
れ
ら
の
職
良

｛／）
揃
i保

の
た

め
の

計
図

（注
）

1
 
医

師
及

び
歯

科
医

闘
に

つ
い

て
は

，
当

該
大

学
の

教
員

で
あ

る
医

師
及

び
歯

科
医

富
市

の
数

を
そ

れ
ぞ

れ
括

弧

恋
き

（
内

数
）

で
記

入
す

る
こ

と
。

2
 
fそ

の
他

の
技

術
職

良
Jと

は
，

あ
ん

摩
マ

ツ
ザ

ー
ジ

指
圧

附
，

は
り

師
，

き
ゅ

う
師

等
医

療
従

事
者

を
い

う
。

3
 
「

こ
れ

ら
の

職
員

の
確

保
の

た
め

の
計

画
j
の

欄
に

は
，

医
師

，
歯

科
援

郎
，

薬
剤

師
，

看
談

師
，

准
看

護
師

，

診
療

放
射

線
技

師
，

診
療

エ
ッ

ク
ス

線
技

師
，

臨
床

検
査

技
師

，
衛

生
検

査
技

師
，

歯
科

衛
生

士
及

び
歯

科
技

工

士
の

磯
保

の
た

め
の

計
画

の
概

要
に

つ
い

て
記

入
す

る
こ

と
。

-
3
8
9
-

別
記

様
式

第
8
号

（
用
紙

日
本
工
業
規
格

A
4
縦
型
）

附
属

病
院

所
在

地
域

の
概

流
説

明
書

！）
，草
：

日日
入

j間
部
ii't
i

左
の
区
域
に

i過
去

3
年！

Bl
に
お
け
る

今
後

5
年！

Iii
に
お
け

区
域

合
ま
れ
る
市

人
口

人
lコ
増
減
数

る
人
口
別
減
の
見
込

区日
IJホ
ti'
,

5fc
 

年
均三

み

所
在
地
か
ら
ほ
ぽ
!O
km
際
i

千
人

千
人

千〆
、

千
人

人
口

及
び

内
に
あ
る
ill
区
町
村
の
隠

そ
の

動
1出

域 所
在
地
か
ら
ほ
ぼ
20
km

悶

内
に
あ
る
市
区
町
村
の
IZ

地 同
一
都
道
府
県
内

／
／

 

保
有

援
師
一

推
定

！l＼
者
数
（
年
！

Iii
延
べ
）

区
域

医
療
機
出
数

医
師
激

人
当
り

病
床
数

人
口

入
院
w
者
数

外
来
店
、
者
数

所
在
地
か
ら
ほ
ぼ
!O
km
閲

床
人

人
人

人

医
療
機
関
白

内
に
あ
る
市
区
町
村
の
区

配
問

状
況

タ見 所
在
地
か
ら
ほ
ぽ
20
1悶

悶

内
に
あ
る
市
区
町
村
の
区

域 同
一

都
道

府
県

内

樹
脂
病
院
の

患者
間＇
（

j呆
の

見
通
し

附
属
病
院
と

地
域
社
会
と

の
述
抑
関
係

（注
）

1
 
「
人
口
及
び
そ
の
動
態
」
及
び
「
~
療
機
期
の
配
置
状
況
」
の
縦
に
記
入
す
る
数
値
に
つ
い
て
，
そ
の
基
礎
と

な
っ

た
調

査
統

計
等

の
名

称
及

び
調

査
時

点
を

「
備

考
」

の
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

2
 

「
所
在
地
か
ら
ほ

l:
fl
O

(2
0)
 
km
ll
!I
内

に
あ

る
市

区
町

村
の

区
域
J

と
は

，
当

該
附

属
病

院
の

所
在

す
る

市
区

町
村

（
政

令
指

定
都

市
の

区
を

含
む

。
）

又
は

当
言

葉
附

属
病

院
の

所
在

地
か

ら
I直

線
距

離
で
10

(2
0)
 
km
 以

内
に

市
区

役
所

，
町

村
役

場
が

所
在

す
る

市
区

町
村

の
区

域
を

い
う

。

…
38
8
ー
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迎
｛百

!lf!
( 

n
 

0
)
 

実
nm 

方
法

別
記
様
式
!II
8
号

（
用
紙

日
本
工
業
規
格

A
4
縦
型
）

刷 教材授印業

利
用

す
る

教
材

の
特

色

学
修
i曲

裂
の

管
羽
l
方

法

通
信

教
育

実
施

方
法

説
明

書
(
0
0学

部
o
c

学
科
等
）

通
信

教
育

を
開

設
す

る
学

部
等

の
計

嗣
術＝
普

災野間
試

験
の

実
施

方
法

'.:!i'

:ct
た
る
授
業
の
方
法

印
朗
j教

材
放
送

メ
デ
ィ
ア
利
用

面
接

開
設

す
る

授
梁

科
目

の
合

計
単

位
数

う
ち

卒
業

又
は

11
iT

放送授業

利
用

す
る

技
術

の
特

色

施実翻の

学
修
過
程
の
官
。
理

1方
法

試
験

の
実

施
方

法
等

に
必

'll!
な

単
位

数

11,~ 
利
i

地
信
教
育
の
121!

通
学
の
詰
l程

を

通 f教育百
組
を
取
ら
担
当

併
せ
て
担
当

入
人

人
w
 

if
 

教

係に
（
）
 

（
）
 

（
）
 

m, 
｛王

数
n
 

（
）
 

（
）
 

（
）
 

メ
手
lj
JTI

す
る

技
術

の
特

色
軍1

相
H

助
者

（
）
 

（
）
 

（
）
 

デ イ 襲m
 同

時
双

方
向

性
の

磁
保

苦
l

（
）
 

（
）
 

（
）
 

指
導
補
助
者
の

普災国！
 

学
修

過
程

の
管

理
方

法

試
験

の
実

施
方

法
等

名
称
，
役
割
，

採
的
条
件
及
び

研
修

の
方

法

実
施
l自
IJJJ

災
I「

帥
塩
設
の
名
称
及
び
所
在
地

授
業
科
目
の
名
称

襲孤業 2笑言回の証｜
 

災
施
施
設
の
名
称

震
の
区
分

室
数

総
［
面
談

収
容
人
只

rn'
 

人

申立
干Ji

w
 

｛壬
11, 

if
 

音｜

人
人

人
1jl
 

務
i隙

rl 
（
）
 

（
）
 

（
）
 

ヰ務職長等
l
 

技
や＂＂

恥
t

員
（
）
 

（
）
 

（
）
 

閣
官

；
館

専
門

職
fl

概要の
（
）
 

（
）
 

（
）
 

他
If，主

只
d’c

 
。〉

0
)
 

（
）
 

（
）
 

（
）
 

告
l

（
）
 

（
）
 

（
）
 

-
3
9
1
 

39
0
ー
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訓の巾侃i立刷i附分H附＼mi

P引，，ようとr

出 ll矧限｜｜骨'fii附 鈴2宅

閉叶!:t閃悶f閉与i封＝I制

別表

：主
川
山

話本ii'！ド。
0 

" ' 社会！司三

2級河

0 

'"' 

盟会：セ匂

c c 
,.; 1 I ：ミ1

c!il ' 1 

c c 
OJ 

~ヰド討内符

&) 

"' 

。。。。。。。。。。。佼地位合b干の［！:Jtij

融臨 ｜ れ
。
。。

。
。

。
。

。
。

。
。

。
。

。
。

。
。

。
。

"'I 

情 oT己

一社：2；：：：去二五二三：：！｝一二三：：J:IJ）：：三：：：！｝;:I：：士！：？：：！.：壬J：~：： ll::':'::11二l
C ご C c c c Iリ i o I I o 
o c I ム O
C A [ Cf [ 

主H告
手足

同
一
一
山
一
川
一
3

幻
一
訓
示
一

1

＂加さそすれ ！ こ c 
ト伝え怒＂ その2方Uサj c ご c 
ト蜂式的 そ2のヲ . ; ' 設1

，，よね：＂ こ こ c 
" l河筑波 仔あ i ム O

＇＂主モ承認符 仔，号 = Lミコ
防総凶＂＂汗化：地位 d 記J立す守 .！守Ii', : 2 i 2 

I Rt閥均院アEo. ・ii ti:ct 縫悶 ... , H円内！ーι内じよ記pF反志向ロ … 将7 " 日

間迫紋ゴ 民民宅留守を＂a徒した :: : 2 ;: 2 

・:l'－－全 k 主＂＂＇玄・ .t l 

" ＇日 立当1どJ芝草 P ll 等； 唱 f ~ 

鴻計二係 e続日 ト：
災 ι； :1 l 'l 5 

fHI名簿

器S

"" 
' 

設5

3ヰロ

ms 
誌;s

O

一o
一3

0 

0 
O

一o一日
0 

0 

' '5 

・1 ::.; ,! Ii 併せて過M紋ffを伺泣する幼合吐こ添付すること。

5 m 5は ＂立の大学の送 l,Udn：係る収げlkUに係るく主財金支挺する1見合に添付すること。
6 Aは時廷の＂＇人辺？？のみ添付 jること勺

'5 35 '5 I 5 

－

g円
l

附ftiJ別記様式

専 任 教 員 の 氏 名 等
(00大学00学部00学科等）

学剤変更年度 学問j変吏前年度
アリガナ

t呆有［ 担当授業科目 申請に揺教育る大研学究にに 恕当授業科目

従平申お詰軍均げ時すにる悟fる日i苛週数る大研当学究たににり
番号 戦位 氏名 年齢 現職

備考学位等 （就任年月） お廿る

科目の名称聖芸品 従平均事す時るi総還当た9科目の名称配年当次単担位当数

日本工業規格A4模型）（用紙

（注）

1 教員の数に応じ，適宜枠を捕やして記入してください。

2 「II首位jの燃は，教授，准教授，諮問I，助教のi固としてください。

3 f配当年次Jの欄は，間約時期（遜年，前期，後期）の別を配当年次の後に「遜，前，後」と記入してください。

4 f担当単位数Jの欄は， 1年間の当該担当授業科目の担当単位数の合計（問一科目を複数回開言語する場合には，当該授業科目の単位数に
閲読回数を乗じて算出。）を記入してください。
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〇 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則附則第三項の規定によ

り読み替えて適用する同令第七条第一項の規定に基づき、平成二十八年度の私立の大学

の収容定員（医学に関する学部の学科に係るものに限る。）を増加する学則の変更の認可

の申請に係る文部科学大臣が定める期間（平成二十七年十月一日文部科学省告示第百六

十三号） 

 

 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則附則第三項の規定により

読み替えて適用する同令第七条第一項の文部科学大臣が定める期間は、平成二十七年十月

一日から十月九日までとする。 

 

 

○高等専門学校設置基準（昭和三十六年文部省令二十三号） 

 

（教授の資格） 

第十一条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門学

校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者  

二 学位規則 （昭和二十八年文部省令第九号）第五条の二 に規定する専門職学位（外国

において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野

に関する業務についての実績を有する者  

三 大学（短期大学を含む。以下同じ。）又は高等専門学校において教授、准教授又は専

任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者  

四 学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育若しくは研究に関する実績を有する

者又は工場その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者  

五 特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者  

六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者第六号 

 

（准教授の資格） 

第十二条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高等専門

学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。  

一 前条各号のいずれかに該当する者  

二 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国にお

けるこれらに相当する職員としての経歴を含む。）のある者  

三 修士の学位又は学位規則第五条の二 に規定する専門職学位（外国において授与され

たこれらに相当する学位を含む。）を有する者  

四 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者  

五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 

 

（講師の資格） 

第十三条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

一 第十一条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者  

二 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）において教諭の経歴のある者で、かつ、

高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められ

る者  

三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者第三号 

 

（助手の資格） 

第十四条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  
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一 学士若しくは短期大学士の学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を

含む。）又は準学士の称号（外国におけるこれに相当する称号を含む。）を有する者  

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 

 

 

〇 高等専門学校の教員資格の認定の申請について定める件（平成十五年三月三十一日 

文部科学省告示第四十六号） 

 

 高等専門学校設置基準（昭和三十六年文部省令二十三号）第十一条第六号、第十二条第五

号、第十三条第三号及び第十四条第二号の規定に基づき、公立及び私立の高等専門学校の教

員資格の認定の申請について次のように定める。 

 なお、平成六年文部省告示第百十八号（高等専門学校の設置の認可及び教員資格の認定の

申請手続）は、廃止する。 

１ 高等専門学校設置基準第十一条第六号、第十二条第五号、第十三条第三号及び第十四条

第二号の規定による公立及び私立の高等専門学校の教員資格の認定の申請は、高等専門

学校を設置する都道府県若しくは市町村の教育委員会又は学校法人の理事長が行うもの

とする。 

２ 前項の申請は、第一号様式による教員資格認定申請書に第二号様式による教員資格認

定個人調査を添えて行うものとする。 

３ 前項の教員資格認定個人調書の提出部数は七部とする。 

 

（第一号様式及び第二号様式は次ページから掲載） 
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第１号様式  

（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）  

   教員資格認定申請書    

 年  月  日    

  文部科学大臣 〇〇〇〇  殿  

 申 請 者                  

 教育委員会名又は学校法人の理事長名 [印]   

 

  このたび，（氏名）を〇〇高等専門学校〇〇学科〇〇担当の（職名）として就任させたいと思います

から，前記の者について高等専門学校設置基準第〇条第〇号に規定する認定をしてくださるよう別紙書

類を添えて申請します。 

 

 (注) 「教育委員会名又は学校法人の理事長名」の欄の[印]は，教育委員会名については代表者の署

名，学校法人の理事長名については本人の署名をもって代えることができること。 
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第２号様式  

（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）  

 教員資格認定個人調書   

 ふりがな 

氏名 
  男・女 本籍地      

 生年月日（年齢） 年  月  日（  歳） 現住所      

 

就任させようとす

る 

職名 

  就任予定年月

日 
 年 月 日 現職    

 担当授業科目     一般科目又は専門科目の別   

 学歴            

 学位称号    資格及び免許      

 職歴   職歴の年月数  

年 月 年 月  

教 歴    

（   ） 

その他    

（   ） 

 計 

 

 

学校，試験所，会

社 

等で従事した職務

の 

概要 

           

 

学校における学生

指 

導歴 

           

 学生指導に関する

著 

書，論文等 

発表年月 
発表課

題名 
発表学会誌等 概     要  

            

 

学術に関する著

書， 

論文等 

           

 技術上の資格等            

 社会活動，競技歴

等 
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 (注) 

１ 「現職」の欄には，学校に勤務している者については，学校名，所属学科名，職名及び担当授業科目名

を，民間会社等に勤務している者については，会社名及び所属部課係名又は試験所名等を記入すること。 

２ 「資格及び免許」の欄には，担当授業科目と特に関連のある資格及び免許について記入すること。 

３ 「職歴」の欄には，学校における職歴がある場合には専任又は兼任の別を付記すること。 

４ 「職歴の年月数」の欄には，就任予定年月日までの職歴の年月数を記入すること。なお，括弧の中には、

高等専門学校における教歴の年月数を記入すること。 

５ 「学校，試験所，会社等で従事した職務の概要」の欄には，担当授業科目に関連する業務について，その

概要を記入すること。なお，共同研究の場合はその旨を付記すること。 

６ 「学校における学生指導歴」の欄には，主事，主任等の名称及び在職年月数を記入すること。 

７ 「学術に関する著書，論文等」の欄には，担当授業科目に関連する著書，学術論文等（発行又は発表が予

定されているものを含む。）について記入し，同欄中「概要」の欄には各著書，学術論文等ごとに 200字以

内でその概要を記入すること。なお，共著の場合は，担当部分を明記すること。 

８ 「技術上の資格等」の欄には，「資格及び免許」の欄に記入したもの以外の技術上の資格，研修歴等を記

入すること。 

９ この調書のうち３部については，「学生指導に関する著書，論文等」及び「学術に関する著書，論文等」

の欄に記入した著書，論文等の原文を添付すること。 

10 本様式に代えて，電子的方法，磁気的方法その他の方法により本様式の記載事項を記載したディスクその

他これに準ずるものによる申請を行っても差し支えないこと。 
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〇 臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する大学の設置等

の認可の申請手続き等について（平成二十一年三月九日二〇文科高第九二六号 文部科学

省高等教育局長から各公私立大学長、大学を設置する各地方公共団体の長、各公立大学法

人の理事長、大学を設置する各学校法人の理事長、大学を設置する各学校設置会社の代表

取締役、放送大学学園理事長あて通知） 

 

 「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成十八年文部科学省

令第十二号）」（以下「手続省令」という。）第二条第三項、第三条第三項及び同条第八項に

基づき、臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する大学の設

置等の認可の申請又は届出並びに修業年限の延長の届出の際に提出することとしている

「薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類」について、下記第一及び第二のとお

り取り扱うこととしましたので、十分御留意願います。 

 また、実務実習施設の確保、実務の経験を有する専任教員、適切な学科名称に関する判断

の観点等について、大学設置・学校法人審議会の意見を踏まえ、引き続き下記第三のとおり

としておりますので、適宜御活用願います。 

 なお、本通知に伴い、「臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履

修する大学の設置等の認可の申請手続き等について（十六文科高第一〇五五号、平成十七年

三月三十一日付高等教育局長通知）」は廃止します。 

 

記 

  

第一 手続省令第二条第三項、第三条第三項及び同条第八項の規定による「薬学実務実習に

必要な施設の概要等を記載した書類」について 

１ 各大学が独自に薬学実務実習施設を確保する場合 

 ⑴ 「薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類」として、次に掲げる書類を提

出すること。 

  ① 実習施設に関する総括表（別紙様式１） 

  ② 実習施設の概要（病院）（別紙様式２） 

  ③ 実習施設の概要（薬局）（別紙様式３） 

  ④ 大学と実習施設との連携体制 

    大学と個別の実習施設との間における指導方法、評価方法に係る具体的な連携方

策を説明すること（様式自由）。 

  ⑤ 各大学の実習科目、実務実習モデル・コアカリキュラム、実習施設の対応表（別添

作成例１） 

  ⑥ 実習施設の使用承諾書（別添作成例２） 

    実習施設の開設者又は管理者から、当該申請に係る申請者又は当該届出に係る届

出者宛てに作成すること。 

２ 大学と実習施設との間の調整を行う機関（以下「調整機関」という。）が薬学実務実習

に必要な施設の確保に係る調整を実施する場合 

 ⑴ 「薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類」として、次に掲げる書類を提

出すること。 

  ① 調整機関からの調整実施に係る承諾書（別添作成例３） 

    調整機関の責任者から、当該申請に係る申請者又は当該届出に係る届出者宛てに

作成すること。 

  ② 大学と実習施設との連携体制の整備計画 

    大学と実習施設との間の指導方法、評価方法に係る連携についての計画を記載す

ること（様式自由）。 

 ⑵ この場合においては、実務実習を開始する年度の前年度の６月 30日までに、次に掲
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げる書類を、高等教育局大学振興課大学設置室へ 20 部（正本１部、副本 19部）提出す

ること。（提出方法は別添作成例４参照） 

  ① 実習施設に関する総括表（別紙様式１） 

  ② 実習施設の概要（病院）（別紙様式２） 

  ③ 実習施設の概要（薬局）（別紙様式３） 

  ④ 大学と実習施設との連携体制 

    大学と個別の実習施設との間における指導方法、評価方法に係る具体的な連携方

策を説明すること（様式自由）。 

  ⑤ 各大学の実習科目、実務実習モデル・コアカリキュラム、実習施設の対応表（別添

作成例１） 

  ⑥ 実習施設の使用承諾書（別添作成例２） 

    実習施設の開設者又は管理者から、当該申請に係る申請者又は当該届出に係る届

出者宛てに作成すること。 

  

第二 臨床に係る能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する大学の設置等の認可

の申請又は届出並びに修業年限の延長の届出の際に提出した、「薬学実務実習に必要な施

設の概要等を記載した書類」の内容に変更が生じた場合について 

 ⑴ 提出書類 

   本通知第一１⑴又は第一２⑴の書類について、設置認可申請又は届出時から変更し

た部分を朱書きで見え消し修正し、変更理由書（様式自由）を添えて提出すること。な

お、書類のうち、変更が生じていないものについても、併せて、設置認可申請又は届出

時に提出した書類のまま提出すること。 

 ⑵ 提出部数  

   20 部（正本１部、副本 19 部） 

 ⑶ 提出時期 

   実務実習を開始する年度の前年度の６月 30日まで 

 ⑷ 提出方法 

   別添作成例４参照 

 ⑸ 提出先 

   高等教育局大学振興課大学設置室 

  

第三 薬学実務実習に必要な施設の確保、薬剤師としての実務の経験を有する専任教員、薬

学分野における学部及び学科の名称並びに学位の名称について 

   薬学実務実習に必要な施設の確保、薬剤師としての実務の経験を有する専任教員に

ついては、大学設置基準等に規定しているが、その判断の観点について別添のとおり取

り扱うものとすること（別添１及び別添２）。 
   また、薬学分野における適切な学部及び学科の名称並びに学位の名称については、大

学設置基準及び学位規則を踏まえ、別添のとおり取り扱うものとすること（別添３）。 
 
 
 
Ⅱ 教育職員免許法 
 
 
○教育職員免許法（昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号） 
 
第九条の三 免許状更新講習は、大学その他文部科学省令で定める者が、次に掲げる基準
に適合することについての文部科学大臣の認定を受けて行う。  
一  講習の内容が、教員の職務の遂行に必要なものとして文部科学省令で定める事項
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に関する最新の知識技能を修得させるための課程（その一部として行われるものを
含む。）であること。  

二  講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。 
イ 文部科学大臣が第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状
の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程を有する大学において、当
該課程を担当する教授、准教授又は講師の職にある者 

ロ イに掲げる者に準ずるものとして文部科学省令で定める者 
三  講習の課程の修了の認定（課程の一部の履修の認定を含む。）が適切に実施される
ものであること。  

四  その他文部科学省令で定める要件に適合するものであること。  
２  前項に規定する免許状更新講習（以下単に「免許状更新講習」という。）の時間は、
三十時間以上とする。  

３  免許状更新講習は、次に掲げる者に限り、受けることができる。  
一 教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者  
二 教育職員に任命され、又は雇用されることとなつている者及びこれに準ずるもの
として文部科学省令で定める者  

４  前項の規定にかかわらず、公立学校の教員であつて教育公務員特例法 （昭和二十四
年法律第一号）第二十五条の二第一項 に規定する指導改善研修（以下この項及び次項
において単に「指導改善研修」という。）を命ぜられた者は、その指導改善研修が終了
するまでの間は、免許状更新講習を受けることができない。  

５ 前項に規定する者の任命権者（免許管理者を除く。）は、その者に指導改善研修を命
じたとき、又はその者の指導改善研修が終了したときは、速やかにその旨を免許管理者
に通知しなければならない。  

６ 前各項に規定するもののほか、免許状更新講習に関し必要な事項は、文部科学省令で
定める。 

 
 
○教育職員免許法施行規則（昭和二十九年十月二十七日文部省令第二十六号） 
 
第二十一条 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受
けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなけ
ればならない。ただし、大学設置基準第四十三条第一項 、大学院設置基準第三十一条
第二項 、短期大学設置基準第三十六条第一項 又は専門職大学院設置基準第三十二条
第二項 に規定する共同教育課程（以下この項及び次条第四項において単に「共同教育
課程」という。）について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編
成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。  
一  大学及び大学の学部の名称  
二 大学の学科、課程若しくはこれらに相当する組織、大学の専攻科又は大学院の研究
科の名称  

三 免許状の種類  
四 学生定員  
五 教育課程  
六 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び専任兼任の別  
七 教育実習施設に関する事項  
八 学則  
九  その他大学において必要と認める事項  

２ 大学の設置者は、前項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ文
部科学大臣に届け出なければならない。 

 
（変更届の提出要領及び提出書類の様式は次ページから掲載） 
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, .変更届等の提出要領・記載例

大学は、施行規則第21条第2項に基づき、課程認定後に教育課程を変更しようとする場合は、

あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。（大学が文部科学省に対して、変更届の提出

文は報告を要する場合については、 3頁（ 2 ）変更届の提出の要否に記載のどおり。）

それぞれの場合における届出については、以下に記載の要領に沿って提出を行うこと。

( 1 ）教育課程の変更届

(2）学科等の名称変更届

( 3）学科等の入学定員変更届

(4）学科等の課程認定取下届

なお、変更届の提出にあたっては、各大学において「法令や審査基準などを満たしているか｜や

「書類に不備がないか」、体裁が整っているか等について必ず確認すること。

( 1 ）教育課程の変更届

（ア）変更届提出期限

・次の表①～⑥の変更届提出期限：変更後の教育課程を実施する前・次の表⑦の変更届提出期限（平成31年度実施）：平成29年9月29日（金）までに必着

教育課程の変更届として提出する書類は、変更後の教育課程を実施する前に、文部科学大臣に

提出しなければならない。

例えば、次の表①～⑥にかかる変更後の教育課程を平成30年度から実施する場合は、平成2

9年度中に提出することが必要である。（後期から専任教員の変更等がある場合には、後期の授

業が開始する前までに変更届を提出する必要がある。）

ただし、次の表⑦に該当し届出による変更を希望する場合においては、教職課程認定審査の確

認事項1 (1）③に該当するか否かの確認及び記載事項等の不備確認を行う必要があるため、変

更後の教育課程を実施する 2年前の9月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

平成31年度開設予定の学科等については、平成29年9月29日（金）までに、次の表⑦に

関する変更届のみを提出する必要がある。

なお、平成30年度開設予定の学科等で次の表⑦に該当し、平成28年9月30日（金）まで

に次の表⑦に関する変更届を提出していない場合、文は、次の表⑦に関する変更屈を提出した上

で、教職課程認定審査の確認事項1( 1）③に該当しないと判断された場合は、課程認定申請の

手続きを行うことn
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（イ）変更届提出方法

144頁を参照し、郵送により提出すること。提出期限を過ぎて届いたものについては無効

とする。

また、教育課程の変更届のうち、次頁の表⑦を郵送する場合は、封筒の表に赤字で「教育課

程変更届⑦提出』と記載すること。

（ウ）必要提出書類

教育課程の変更届として、変更しようとする内容に応じて次頁の表に示す書類を提出すること。

なお、次頁の表において①～⑦の複数の場合に該当する大学は、「かがみl「変更内容一覧表｜

「理由書I「新旧対照表Iは、 1部提出すれば足りるため、複数枚に分けないこと。

（例） 1つの免許課程で授業科目の新設（①）と「教職に関する科目」の専任教員の変更（⑤）がある場合

・「かがみ」「変更内容一覧表」「理由書」「新旧対照表」・・・ 1部提出（①と⑤で共通）

・「シラパス」・・・新設科目（①）に係るもの1部

・「履歴書」「教育研究業績書」・・・変更した専往教員（⑤）に係るもの 1部

ー123-
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※1 シラパスは、新設・変更に係る授業科目のシラパスのみを提出すること。なお、科目の廃

止の場合には、一律に提出は不要である。また、②～④の場合であっても、授業内容に変更

がない場合には、提出は不要である。

※2 授業科目新設の場合で、専任教員が担当する場合にのみ必要である。

※3 専任教員の変更に伴って、授業科目内容を変更する場合には、当該科目のシラパスを提出

すること。（担当の専任教員が変わっても、授業科目の内容に変更がない場合は、シラパス

の提出は不要である。）

※4 免許状の種類（中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類）ごとに、

免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目」又は「栄養に係る教育

に関する科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確

になるように、学則・履修規程等を着色して提出すること。
（例）同一学科等において中一種免（数学入高一種免（数学）、高一種免｛情報）の教職課程認定を受けている場合

I中一種免（数学），高一種免（数学）】

・免許法施行規則に定める教科に関する科目：青色

－学則・履修規程上定められているが免許法施行規則に定める教科に関する科目に該当しない科目 水色

【高一種免（情報）I 
・免許法施行規則に定める教科に関する科目 オレンジ

－学則・履修規程上定められているが免許法施行規則に定める教科に関する科目に該当しない科目：黄色

※5 教員の履歴書・教育研究業績書の提出が必要となるのは、「担当する授業科目」と「専任

教員の変更の内容」が以下の組合せの場合である。

一ぶよナ分
(A）専任教員を追加する場合

(Bj既に配置されている兼担教員・

兼任教員を専任教員にする場合
foj既に配置されている専任教員の

担当授業科目を追加する場合

(D）専任教員を削除する場合

(E）既に配置されている専任教員を

兼担教員・兼任教員にする場合
(F）既に配置されている専任教員の

担当授業科目を削除する場合
(G）専任教員の氏名の姓を変更する

場合

一種・三種の免許課程

教職に関する 特別支援教育に
科目 関する科目。 。
。 。
。 。
× × 

× × 

× × 

× × 

専修の免許課程

教瀬に関する 特別支援教育I巴
科目 関する科目。 。
。 。
。 。
× × 

× × 

× × 

x x 

＊ 上記表にない「教科に関する科目」「養護に関する科目」「栄養に係る教育に関する科目」

の専任教員を変更する場合は、（A）～（C）の場合であっても当該教員の履歴書・教育

研究業績書の提出は不要である。（変更届の提出は必要。）

※6 全ての課程において、兼担教員又は兼任教員を変更する場合には、変更届の提出は不要で

ある。また、専修の免許課程以外の課程における「教科又は教職に関する科目」「養護又は

教職に関する科目」『教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の専任教員を変

更する場合も、変更届の提出は不要である。
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i ）かがみ

＜作成例＞

（様式第1号届出（かがみ））

② 
文部科学大臣 00 00 殿

《《《《《《《《内角《《’‘

一文書番号

①平成00年O月00日
MNt#IIIW刷 IINWIWI駒

④ 

設置者 ぷゐぷ~固
③ 

00大学の認定課程における学科等の

教育課程の変更について（届出）

このたび、平成00年00月00日より、別添変更内容一覧表で示す内容について変

更することを、別紙のとおり届け出ます。
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＜記載上の注意＞

① 文書の日付は、大学から文部科学大臣へ変更屈を実際に提出する年月日を記載すること。

② 文部科学大臣名は、変更屈を実際に提出する時点での文部科学大臣名を記載すること。

③設置者名欄には、変更屈を提出する大学の設置者の職名及び氏名を記載すること。

なお、設置形態により以下のとおりとする。

ト国立大学・・・当該国立大学法人の長

ト公立大学・・・当該公立大学法人の長または当該公立大学を設置する地方公共団体の長

卜私立大学・・・当該私立大学を設置する学校法人の理事長

④ 印は、設置者本人の自筆署名がある場合には、省略可とする。
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(E) 

ii ）変更内容一覧表

(I 教育課程の変更届）

（変更内容一覧表）

変更内容一覧表
(C) 

教育課程の変更眉の変更内容
。〕 「＂？1 ③ (4) f官、 (6) 

仏） (B) 授業科目白 専任教員四
免許状の種類 履修方法 専任教員を 職位（教授・学科等名 授業科目を 授業科目白 授業科目白 （必修・遺択 車教授・購

新麗又は廃 名称を変更 単位散を変 必修・選択〕 変更する場 師・助教）を止する場合 する場合 更する場合 を変更する 合 変更する椙
場合 合

教育学部教育学科 幼一種免 。。
児童教育車攻

2 小一種免 。
3 

情報科学学部 中一種免｛数学） (D) 情報科学学科

4 高一種免（数学） 。
5 高一種免｛情報） 。。
6 

工事部 高一種免（工業） 。 。。
機械工学科

7 
工学研寛科 商事免（工輩） 。 。。
機誠工事専攻

rヲ、

教職課程毘
定審査申確

極事項1
(1)③に韻

当L、変更
する場合

。
。
。

＜記載上の注意＞

(A) 「学科等名jの欄には、認定を受けている学部学科等名を記載すること。したがって専攻

として認定を受けている場合は、学科名のみならず専攻名まで記載する必要がある。

(B) 「免許状の種類』の欄には、認定を受けている免許状の種類（中学校及び高等学校の教諭

の免許状にあたっては免許教科の種類）を各々行を分けて記載すること。

ただし、特別支援学校の教諭の免許状にあたっては特別支援領域の種類は1行にまとめて

記載すること。

(C) 「教育課程の変更届の変更内容jの欄には、該当する変更内容に「O」印を記載すること。

なお、複数の変更内容を同時に届け出る場合は、該当箇所全てに「O」印を記載すること。

(D) 教職課程認定審査の確認事項 1 (1）③に該当し変更する場合において、共通開設科目に

かかる変更を同時に届け出た場合であっても、今回の届出学科等以外の学科等にかかる変更
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届の提出は必要となるので、留意すること。（例えば、平成31年度改組にあたって、大学

において共通開設している「教職に関する科目Jの専任教員変更を含む、 A学科にかかる変

更届の変更内容⑦の書類を平成29年度に提出し、届出による変更が認められた場合におい

ても、平成30年度中に、 A学科弘盈の学科等にかかる「教職に関する科目jの専任教員変

更の届出を行う必要がある。）

(E) 学科等及び免許状の種類が複数ある場合は適宜行を追加すること。また、それに伴いA4

用紙1枚に収まらない場合は枚数が増えても構わない。

iii）理白書（様式任意）

当該変更が生じた理由を記載すること。

（例）・教職課程認定審査の確認事項1 (1）③のとおり、教職課程の教育課程、履修方法及び教員組織等が

従前の学科等の教職課程と概ね同一であるとともに、教職課程認定基準等を満たしているため。
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iv）新旧対照表

認定課程における変更に係る科目（「 教 科 に 関 す る 科 目 」 「 教 職 に 関 す る 科 目 」 「 教 科 又 は教職

に関する科目」「教育職員免許法施行規則第66条の6に 定 め る 科 目 」 な ど ） ご と に 新 旧 対照表

を作成すること。

イ 教 科に関する科目（幼・小用）

－ 幼 稚 園 教諭の教職課程と小学校教諭の教職課程は、別葉で作成すること。

ll.曹阻畠の置亘届｝

l・il個.r開表｝

⑪ 

教科に関する科目の変更届新旧対照表

大学名 00大学（学部学科等の限種） 担当樟周 n、
設置者名 0000  電耐番号 で主ノ

担当者

大学の位置 00県00市00町00番地O ぬ
FAX昏号

庁1 F官 ail

入学
） 

新旧 学部 学科等 宜涯の認定年度
加受けている免軒状の種類qb新学則等の適周年度 ⑩ 備考定員 品 ｛州教科）

A'.育園里程を変
、ー＝μ，

平成00年度入学
更する学科等

新 00学郁 00学科 。。 平成00年度
生より適用する．

la 00学部 00学科 。。 平成00年度 小一種免

～～～～～ 新 ⑩ 1a 

免許法施行規則に定める 単位置kjl;遥
専任教員 単位撤 専任教員 変更内容等

科固区分 聞置 履修 履修
授業科目 一ートーーー 方法

授業科目 一ー 方法
必 選

，，，綾
氏名・職崎 必週 氏名・職名事量

国語 2 勃 0000設授

⑬ 
国語 2 0000•授

,J、掌閏腎I 2 (OOOOft授） 民主Sil 2 (0000＆授） 新設
国語 ...畠畠畠4』畠d』＆、

（書写を含む．）
新霞，，、坐固輯π 孟 (0000鍾樟】
専任教員追加

社会 2 陣土会 2 』r”a

／⑫ 
社会 ,J、壁社会 2. レ／／ 新設

d，ぃ，a

算数 2 幼 0000准教授

陰f 2 0000准教授

算数 小学算数 2 (0000単位授｝
， 

2 (0000准歓擾］ 届修方法変更
憧錘封

．． ．．．． 2 (0000碓撤授｝ 2 (0000准敬授｝

理科 2 0000教授 回科 2 0000教授

理科 小学理科 2 (0000敏授） 小学理科 2 (0000敏援）

．． ．．．． 2 (0000敬聾） ．．．． ．． 2 (0000敬援）

生活 2 4曲 生活 2 

生活 小学生活 2 小学生活 2 

．．．．．． 2 ・・・・ 4 ・ 2 

音寮 2 幼 0000稽師 音楽 2 00001尊師

膏業 児童音楽 2 (0000構師） 同意音楽 2 (0000樽師）

．． ．．．． 2 (0000講師） ．．．． ．． 2 (0000曾師）

図面工作 生 事h 図面工作 主 単位数変更

図面工作 II# .. 
2 廃止

．． ．．．． 2 ....... 2 

家庭 2 家庭 2 

家庭 小学家庭 2. 小学家庭 2. 
＼＼  

、履修方法変更

．．．．．． 2 ．．．．．． 2 

体育 2 幼 QQQQ盤恒 体育 2 QQQQllll輩、

ド＼議体育 児童体育 2 rnnn n櫨師】 同重体育 2 {QQQQ盈量｝

．． ．．．． ?. {QQQQ量匝｝ (fl¥ ．，．．．． 2 {QQQQ盈盤｝

・教員の免許状取得のための必修科目
） 

⑮ 
⑩ 

（選択必修科固の単位数世含む）
店舗I00単位／（悶I00単位 ・専佳教員数（合併） ｛新） 0人／ （旧） 0人

・教員の免許状取得のための還択科目 白面） 00単位／【岡） 00単位 ・必要専任教員数 ｛新） 0人／ （旧） 0人

⑦
②
③
⑤
 

⑦業1当該学科等の名械更をした場側 、 『平成00年度目 、 00輔 が××学科へ名称変醐 j と欄外に糊すること・

※Z科目名跡や単位、 専任教員を牽更しない箇所も上配配横倒のどおり併せて配慣すること．
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＜記載上の注意＞

① 「大学名」欄には、変更に係る科目を有する認定課程の種類に応じて記載すること。（63頁⑥

参照。）

（例）・大学学部学科等における課程 → 00大学（学部学科等の課程）

② 「設置者名」欄には、変更年度（平成28年度に変更届を提出し、平成29年度から変更後の

教育課程を開始する場合、変更年度は平成29年度である。）の4月1日時点における大学の設

置者を記載すること。（法人名を記載することとし、法人の長の氏名は記載しないこと）。

③ 「大学の位置j欄には、変更に係る科目のある認定課程を有する学部学科等が所在する団地の

所在地を記載すること。なお、当該団地が複数ある場合は、全ての団地の所在地と、それぞれに

所在する学部学科等を記載すること。

④ 「担当部局j 「電話番号」「FAX番号j 「e・mail」「担当者j欄には、当該書類を提出した大学

の教職課程担当者について記載すること。（変更する課程が複数ある場合であっても、大学の窓

口としての連絡先を1つ記載することとなる。）

⑤ 「学部」「学科等j欄には、新旧それぞれの認定課程を有する学部学科等を記載すること。

なお、該当のない項目については「ー」を記載すること。

⑥ 「入学定員』欄には、学則に定める入学定員を記載すること。（記載にあたっては数字のみと

し、単位（人）は記入しないこと。）※ 編入学定員、科目等履修生定員、臨時定員等は含めな

し、。

⑦ 「直近の認定年度j欄は、「学科等名」欄に記載する学科等の認定年度を記載すること。

学部学科等の改組・再編を伴わない学科名称のみの変更を行った場合は、名称変更前の学科等

の認定年度を記載すること。（直近の変更届提出年度及び課程認定申請年度ではないため注意す

ること。）なお、教職実践演習導入によるものではなく、教職課程全体の認定年度（平成10年

改正による再認定年度を含むロ）を記載すること。

直近の認定年度から、現在までの聞に、改組を伴わない学科名称のみの変更を行っている場合

には、以下のように、新旧対照表の欄外下に名称の変更年度を記載すること。

（例）・平成00年度より、 00学科が00学科へ名称変更済。

③ 「認定を受けている免許状の種類（免許教科）」欄には、今回変更を行う認定課程の免許状の

種類、免許教科を記載すること。

記載にあたっては、免許状の種類に応じて略記すること。（6 2頁③参照。）

⑨ 「新学則等の適用年度j欄には、変更に係る内容が学則・履修規定等に規定され、適用される

年度を記載すること。なお、専任教員の変更や職位の変更のみであれば、学則・履修規定等に規

定されている事項ではないため、同欄には「 」を記載すること。

ー131-
- 39-



⑮ 「備考」欄には、変更に係る内容が適用される学生の入学年度について記載すること。例えば、

平成29年度入学生の教育課程に適用する場合は、同欄に「平成29年度入学生より適用する。J

と記載すること。

なお、複数年度の入学生の教育課程に適用する場合は、該当年度の入学生に適用する旨（例え

ば、平成29年度・平成30年度の入学生の教育課程に適用する場合は、同欄に「平成29年度

入学生及び平成30年度入学生に適用する。』）を記載すること。

また、全学年の教育課程に適用する場合は、同欄に「全学年に適用する。」と記載すること。

⑪ 「授業科目」「単位数j 「共通開設」欄の記載にあたっては、「3.様式の作成例及び記入要領」

を参照して、同様に記載すること。なお、共通開設等における学科等名は「履修方法J欄に記載

することロ

⑫ 複数の授業科目の中からいくつかの科目を選択必修とする場合、当該科目の単位数は「選択」

欄に単位数を記載し、選択必修の旨を当該科目の「履修方法」欄に記載すること。

⑬ 「専任教員J欄は、各授業の担当教員のうち、専任教員の氏名を記載すること。（兼担教員、

兼任教員の氏名は記載しないこと。）

1つの授業科目を複数の専任教員で担当する場合は、全員の氏名を記載すること。

⑭ 同一専任教員が複数の授業科目を担当する場合、これらの科目のうちいずれか1つの科目を除

いて、当該教員の氏名・職名は括弧を付して記載すること。なお、例えば、幼稚園の教職課程に

おける「教科に関する科目」の専任教員は、 3教科以上にわたり、それぞれにおいて 1人以上を

阻置することが必要となっている。このことから、括弧を付けるにあたっては、適切な教員配置

が行われていることが分かるように、配置が必要な科目において括弧を付さずに教員氏名を記載

し、それ以外に括弧を付すようにすること。

⑬ 変更箇所については下線を引き、「変更内容等」欄に変更内容を記載すること。

変更する内容 新・旧欄の記載 「変更内容等」欄の記韓

授業科目を新設する場合 「新」欄に記載された新設授業科目の名称と単位数 「新設J
に下線を引く。

授業科目を廃止する場合 「旧」欄に記載された廃止授業科目の名称と単位数 「廃止J
に下線を引く。

授業科目の名称、を変更す 変更前・変更後の授業科目の名称に下線を引く。 「名称変更J
る場合
授業科目の単位数を変更 変更前・変更後の授業科目の単位数に下線を引く。 「単位数変更」
する場合
授業科目の履修方法（必 「履修方法」欄など、履修方法等を記載した箇所に 「履修方法変更」
修・選択必修・選択など） 下線を引く。
を変更する場合
専任教員を追加する場合 「新」欄に記載された追加専任教員に下線を引く。 「専任教員追加」
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専任教員を削除する場合 「旧」欄に記載されている専任教員に下線を引く。 「専任教員削除」

専任教員を、 A教員からB 「旧」欄のA教員及び「新」欄のB教員の氏名に下 「別の専任教員へ
教員へ変更する場合 線を引く。 変更」

専任教員を兼担教員へ変 「旧」欄に記載されている専任教員に下線を引く。 「専任教員から兼
更する場合 担教員へ変更」

専任教員を兼任教員へ変 「旧」欄に記載されている専任教員に下線を引く。 「専任教員から兼
更する場合 任教員へ変更」

兼担教員を専任教員へ変 「新」欄に記載されている専任教員に下線を引く。 「兼担教員から専
更する場合 任教員へ変更」

兼任教員を専任教員へ変 「新」欄に記載されている専任教員に下線を引く。 「兼任教員から専
更する場合 任教員へ変更」

専任教員の職位（教授・准 変更前・変更後の当該教員（職位含む。）に下線を引 「職位変更」
教授・講師・助教）を変更 く。
する場合
（例1)授業科目「教育原理Jを廃止して、授業科目「教育学概論」と「学校と教育の歴史」を置く場合

－授業科目「教育原理」 →廃止
・授業科目「教育学概論」→新設
－授業科目「学校と教育の歴史」 →新設

（例2）授業科目「生徒指導論」と「進路指導論」を統合して、「生徒・進路指導論」を置く場合
・授業科目「生徒指導論」 →廃止
－授業科目「進路指導論」 →廃止
－授業科目「生徒・進路指導論」 →新設

⑮ 「・単位数』欄は、（新）（旧）それぞれに記載している授業科目の単位数を、『必修科目（選

択必修科目の単位数を含む）Jと「選択科目Jに分けて記載すること。

各欄の単位数の算出方法は以下のとおり。

・「必修科目（選択必修科目の単位数を含む）」欄

＝必修科目欄の単位数合計＋選択必修で最低限選択しなければならない単位数

．「選択科目」

＝選択科目欄の単位数合計一選択必修で最低限選択しなければならない単位数

⑪ 「・専任教員数（合計）」欄には、（新）（｜日）それぞれに記載している専任教員数（実数）を

記載すること。（「専任教員」欄に（）を付さずに記載されている教員氏名の数と一致している

か確認すること。）

「．必要専任教員数」欄には、教職課程認定基準に規定されている、（新＇） （旧）それぞれの必

要専任教員数を正確に記載すること。

⑬ 「専任教員j欄の記載にあたって、「今年度教員採用予定」など、不確定な内容を記載するこ

とは認められないため注意すること。また、（新）の教育課程等について、必要配置専任教員数

を満たしているかどうか等、教職課程認定基準を満たしているかどうかを各大学において確認す

ること。

⑬ 当該課程の科目数が多く、新旧対照表がA 4用紙1枚に収まらない場合は枚数が増えても構わ

ない。
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ロ 教科に関する科目（中・高用）

－中学校教諭の教職課程・高等学校教諭の教職課程は、免許教科が同じであるか否かに関わ

らず、別葉で作成すること。

＜作成例＞

([ lit脊祖担の.：！！届｝

u百聞対胴表｝

教科に関する科目の変更届新旧対照表
大学名 00大学（学部学科等の穏程〕 担当鶴居

設置者名 0000  電話番号
担当者

大学の位置 00県00市00町00番地O
FAX-

e-u岨il

新
学部 学科等 入学定員 直近の認定年度

.定を受けている免許状の湿原
新学則等の適周年度

！日 （免許教科）

教育課程在変
新 00学部 00学科 。。 平成00年度

更する学科等

If! 00学部 00学科 。。 平成00年度 中一種免｛社会）

， 、
新 lfl 

免許法施行規則11:定める
単位置k 共通

専任教員 噂,Cl):世 専任教員
①制区分 授業科目

開殴 履修
授業科目 ド一回一 腫修

必遭 竿纏桂 学
氏名・職名

方法
~·、週 氏名・職名

方法

科

日本史‘・ z 

同主
博司 0000敏授 日本史．． J 0000•量捜

外園史‘・

ト、
外国史観・z ~ 市（0開000哨教授史） 

J代 <ooooe擾）

日本史E 2 日本史I 2 

W竺日本史及び外国史 ．．．． ．． 2 －、、、、町』、

やで～＼
2 

．．．．．． 2 2 
「、、～ 

～~凸門量輔、 止ミ..・・.. z. 
一、』‘司旬、見、

組理学割E・ 2 
白高回高目 司 崎理学情愉 2 

.瞳 2 司 幡随 ..!.. ~ 

地理学（地誌を含む．） 自然地理学 2 自然組理学 2 

人文地理学 2 人文組理学 2 

．．．．．． 主 ．．．．．． 2 

2 高
閣 0000准教護 睡量嘩 J.. 0000措敬畳〔公園

「法律学、政治学」 ．．．．．． 主 (0000准教護）
悼且主温血a血aムI島

．．．．．． 2 (0000碓・J!!)

．．．．．． 2 (0000准意捜｝ ．．．．．． 2 【0000碓積聾｝

社会学援・ 2 
他［公高高国閤

司 0000助教 祉会学橿酋 2 0000助事量

「社会学、極済学J 経済学援・ 2 閣 (0000助教〕 陸横学橿酋 a (0000勘敏｝

・．．．．． 2 (0000助敏〕 ・．．．．． 2 (0000勘敏）

曾竿 血 ｛ム司 ××）（）（講師 膚苧 畠 ××××動車量

「哲学、倫理学、宗教学J
．．．． ．． 2 {2!;匡××盤置｝ ．．．．．． 2 i××）（ 2!;勘盤｝

』 ~ ...... 2 ｛××××盤恒｝ ．．．．．． 2 i××xx勘盤｝

備考

平成00年度入
学生より適用す
る．

変更内容等

廃止

F；除

名軍事変更

履修方法変更

単位散変更
蟻位変更

園量位変更

職位変更

．単位数
・教員の免許状取得のための必修科H

（新） 00単位／（旧〕 00単位 ・専任教員数（合軒） （新） 0人／（旧） 0人
〈湿択必修科目の単位敬老含む）

・数員の免許状取得のための湿択科目 ｛新） 0 0単位／｛旧） 00単位 ・必要専任教員数

縦 1当該学科等町名格変更をした場合は、 「平成00年度より、 00学科が××学科へ名称変更済JK欄外に記載すること．

楽 2科目名称や単位、専任故員を変更しない箇所も上記記章例のとおり併せて記載することa

0000 ・u 一般的包括的な内容を含む科目
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＜記載上の注意＞

① 「免許法施行規則に定める科目区分J欄には、変更に係る科目のある認定課程の免許教科に応

じて、施行規則第4条又は第5条の表第2欄に定める「教科に関する科目」をそのまま正確に記

載すること。

※ 同規則第4条又は第5条の表第2欄において『…（00を含む。）」や「『00、00」」な

どのように、（）や「 」で記載されているものもそのまま記載すること。

② 「新J欄・「旧j欄ともに、「授業科目」欄・「単位数」欄において、科目区分ごとに、一般的

包括的な内容を含む授業科目は、その科目名称及び単位数のセルを灰色で塗ること。

※ 「一般的包括的な内容」とは、その学問領域をおおまかに網羅するものであり、特定の領

域に偏っていないものであるロ（課程認定審査の確認事項2 ( 1）参照）

（例）中一種免（社会）の場合

その区分の一般的包括的な内容を、授業科目「日本史概論J及び「外国史概論」の2つの授業科目で満たす場

合には、これら両方の授業科目名称とその単位数のセルを灰色で塗ること。

③ 教職課程認定基準の規定により、いわゆる「みなし専任教員」を置く場合は、当該教員の左側

に「※」を付すこと。

④ 他学科開設科目及び共通開設科目をあてる場合の共通開設欄の記載については、『他」と記載

し、開設学科名等を履修方法欄に記載すること。なお、教職課程認定基準に照らして適切である

かどうかを各大学において確認すること。

⑤上記以外の注意事項については、「イ 教科に関する科目（幼・小用）」の「く記載上の注意＞」

を参照すること。
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ハ特別支援教育に関する科目

O U・aの裂更届｝

園周術情岨

大 学41
般置者名

大学の位置

自画
旧

舷更す曹司昌健在学科t:R等 a町

I目

00大学（学部学科等四棟程）

0000 

00県00市00町00番地O

宇都 学科書事

DO学部 OD学科

DO宇都 OD字科

特別支援教育に関する科目の変更届新ra対照表

担当帽局

竃置番号

PUff 

。『uil

入学宣且 直近目毘定年度 ①…百諒誌の類<•HJ >

。。

。。 車成。。革度 神主ー置免｛畑・肢・痢） ． 
_JE_ 

担当者

葺学則噂回遁周年度

事慮。。年産

旧
免許揖施行組員Uに定める

輔君を
方属法甚曹

輔重量
吉眉量修場科圃区舟 侵農科目 援車科目

骨，.11,J支に橿闘.す育る田軒益目礎理歯 ‘・．』
．．．．．．．． 守司ーー』d

回目的同和心理 岡崎者の心F 『 』

ド＼心身に障害申 岡崎和生理・病理 , io I/ coooo准制 岡崎和姐・帽
2 iiitf噌史竺Lある抽児、児

童文は生徒町
障体題不自由者。心理岨・

2 厳；
障体瑳不自崎＠心温・掴 円『『

心日理病、理生に理闘且す 2 厳；

る科固
. 痢知 2 廟 lo嗣・者m心裏・生理l・病理

置
同弱者のむ竃・生選・廟種

車

回目的障，.・2 • 知 肱病 (0000列島章量ヨ H町的障害a'lin • 祖 量揖 【0000植・量｝

回目的障，舷宵Z ' 知V (0000種段量当 断的障・・R曹E ' 知ν 【0000種厳重｝

.r,.に障嘗由 血血 tnn口口調量・樺E
骨JC別幽支援級官慣域

する輯圃 あ晶幼児、児

量書指量育揮瓦現は法生租に且徒回Eす白' 
肢体不自由・lll'l • 厳レ／ 除体不自由・U'I 2 厳｜／

障体不自由般’H ' 雌レ／ =.o&II. 陣l*'F自由敏’rn ' al/ ＝且a
る曙圃

肢．体と実不冊自曲者の自立荷動の温 肢・体k央不圃自陶者＜＞i立看..,. 且 E愛知 t口凸口口・田】 ll. ！民’a coonn1'1•l 

畑町胴欲育I ' 痢｜／ 国咽曜講1 ' 痢レ／

刷町E ' 痢 知肱 同弱ltTD 2 租 知瞳

置ぃ団：。撞施，盆·~掲 ~晶
四割曲陣，.宵．．． 知V 岡町曲也事’R脊揖画 L 知ν 

・隠・S・．，．・.~圃s－・す－－る. 
肢体不自防嗣闘 政ν 防体木自陶敏脊．．． l S長レ／

同E’依育雀踊 咽V 輸鴨車脅揖凪 i荊｜／ 
E量闘皿の心理、生還、観

2 ・｜／
E量輸血＠岨、生酒、病 2 •V 

心身に置容のあ －・・・・畠－－A・・・ -- .. 
2 ・｜／ • V ＆幼児，）.：怠又 且

2 

は生生直徒,Y.tJ'の4耐b’湿Eに I/ .•. ~ 車V
闘する科同

z・I~·・，・・－
1・・幌の.r-:..&-• -- 車凪V ;;~ AD 

』－－血島国益吉－－－
2 観ν • 笹V

免宜るの許舗領こ軟唱域と止に定められ

,t,J’に障奮のあ
団宜陣容児.宵際置・ 2 ・｜／ 圃宜障害児a曹哩腫圃 • ・｜／となる骨別 隊~幼生児徒ZるF事、の鋼時且・・間：盆育俸阻又に育に慣闘帯す以省幹外

' L≫I/ 
2・・－・・宵・・－ 凶｜／ ・2・・・：~·種及 団E・陣，a育.圃 I.D •AD • 

百 園す HD AI>HD 

｜／ 
.... －－ー．．．‘ ／ LD•Alllm ,. 

じE • 

襲警
陣嘗兇・k宵車種融

i I/~ (0000•量｝ 陣容血縁脊・E租・ 【0000・彊｝

肱

病 嗣

日｜／
Z・11.区情・宵・・－ イLD!ll.'lflt曲 (0000•量1 LD •AD LD等級官，．．． 2 coooo•量】
HD 

心に身勺いに降て．の畿の育あ実る幼習児、児童Zほ生徒 闘揖 ' (OOOOe揖］ 開 揖 ヨ (0000・lll

・単，.. 'J民・，民•：金・曾・静喝岡＂.. ・t・a・~悔金の含必む．｝却時胴 ｛’h白0単柱／（面） 0白草，. H・・径・R’t(Mtl t’） O人／〈副〕 0}..

・量..，量解離置暑の企栂e・a理署圃 f・f)00・桂／ (Sl 00車位 同必要専修．隊員’R E人

一2一単位／－園単L位 【，心ー温．！”0単位／1単位、・R宵眠組噂 0単位／2単位、 ，！，II• ・R司v・a・. '21単位｝
0・宜障害者に闘する敏育の領減
2単位／園単位 【心温． 0単位／1単位、・R宵眠組． 0単位／2単血、，！，・－・R司v・a・.'21単位｝

ヨ医 0知的陣容暑に闘する・tll'の債総

④ 
8単位／4単位 t心理． 4単位11単位、．量背血種． 4車控／Z車位、b’ e'J¥'且温＂＇ 0車位）

0肢体埠自由者に闘する敏背の網総

8単位／4単位 t心理． 2単位11単位、．脊血種・ e車控／Z車位、b’ a脊且温＂＇ 0車位）
』口廟副宥Eζ圃する.曹の圏域：

8単位/4単位 【心理等 ： Z単位／ 1 単位， E宵眠草署 ： 4 車也／2車位.，！，哩· •宵凪量司f,O単位】

機 1当館掌科等町名骨量fJ!'.をl..it量舎は、 『平院00革鹿より， 00竿帯創XX牢骨内4骨密E曹」と欄外に記唱するこ！：，

調u 科目名書や単位、専任教員をi"J!'.しない箇所も上，EE’t倒のを担り許せて配ーすること．
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陥幹変更

lsiJの事怪量且"'11!.

トλ②

－続’：，祖員t種h員R~・ら専任

陣位変更

置’皆位方ti:法E蜜E

単位，量産買

単位’監査買

単位置k変更

陣骨量E

回止

断世

陣酢，11:J!'.

陣止

一③
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＜記載上の注意＞

① 「認定を受けている免許状の種類（特別支援教育領域）J欄には、認定を受けている課程の特

別支援教育領域に応じて、下記例のように記載すること。

（例1)

・視覚障害者に関する教育の領域 → 特支一種免（視）

・聴覚障害者に関する教育の領域 → 特支一種免（聴）

・知的障害者に関する教育の領域 → 特支一種免（知）

・肢体不自由者に関する教育の領域 → 特支一種免（肢）

・病弱者に関する教育の領域 → 特支一種免（病）

（例2）知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域

→ 特支一種免（知・肢・病）

② 「新」『旧」欄中、『中心」欄及び『含む」欄には、それぞれ各授業科目の「中心となる領域」

を記載すること。（記載にあたっては、 76頁参照）

③ 『免許状に定められることとなる特別支援教育領域以外の領域に関する科目」に開設する授業

科目のうち、重複障害・言語障害・情緒障害・学習障害（LD）・注意欠陥多動性障害（ADH

D）のいずれかが含まれる科目は、「中心となる領域」欄に「LD」と記載すること。

あわせて、当該授業科目の「履修方法等」欄に、当該授業科目に含まれる障害を（例）のよう

に略記すること。

（例）

・重複障害→重複 ・言語障害→言語 ・情緒障害→情緒 ・学習障害→LD 

．注意欠陥多動性障害→ADHD

④枠下の「※」については、 77頁⑪を参照すること。

⑤上記以外の記載については、「イ 教科に関する科目（幼・小用）」の「く記載上の注意＞」を

参照すること。
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教職に関する科目の変更届新旧対照表（小）

担当部局

電話番号

FAX番号

入学定員｜直近の昨年度｜ 粧を町諸説？の醐

担当者

大学名

設置者名

大学の位置

00大学（学部学科等の課程）

0000 

00県00市00町00番地O

学科等 新学則等の適周年度 備考

教育課程を変•＝
更する学科等目刷

00学部 00学科 。。 平成00年度
平成00年度入学
生より適用する。

l日 00学部 00学科 oo I 平成00年度 小一種免

l日

専任教員 単位数 専任教員 変更内容等

授業科目
履修

授業科目

科目 ｜ 各科目に含める必唄事項 氏名・職名
方法

必選 氏名・職名
方法

・教職の意轟及び教員四役割 教職概繭 0000，貴俊 教職概輯 2 0000敬授

酬 の ｜ …内容…
意義等分保障等を含む．）

① 
に闘す

る科目 ・進路選択に置する各種目構会の提供
等

－教育の理意並びに教育に関する歴史 教育原軸 孟 幼 同 陣｜… I ii I 及び思想 塾宜主宜.. 孟 幼 同

教基育礎理の ・劫児、児童及び生徒の心身白書連及 教育心理学 2 助問
輸に関 T}学習の過程（障害のある幼児、児童
する科 及T}生桂の心身の売遺及V'学習の過程

学習・書壇繭 2 幼同 学習・費連曲目 を吉む。）

・教育に閲する社会的、制度的又は経 教育制度薗 2 幼同 ♀♀♀♀盤麗 教育制度薗

営的事項

・教育課程の意轟及び踊成町方法 盤孟皐皐畠 書店主ュZム薗 称変更

・各教科の指導法 初等教科教育法（国語） ．写を含む 初等教科教育法（圃語） ．与を含む

初等教科教育法（社会） 初等教科教育法（社会）

初等教科教育法（草数） 初等教科教育法（草数）

初等教科教育法（理科） 初等教科教育法（理科）

｜桝教科教育法（捌
初等教科教育法（生活〕

程及び 初等教科教育法（音事） 初等教科教育法（音楽）
掴導法
に闘す 初等教科教育法（図画エ作） 初等教科教育法（図画工作）

る科目
初等教科教育措（家庭） 初等教科教育法（家庭）

初等教科教育揖（体育） 初等教科教育法（体育）

・道徳の指導法 道徳の指導揖 道徳の指導法

・特別活動の指導法 特別活動の指導法 特別活動の指導法

・教育の方法及び技情（情報機器及び
教育方法輪 助問 教育方法輪 主

｜一兼教任員

教材の活用を青む。｝

生徒指 ・生徒指導の理輪車び方法 生詰桂・道路指導の理輸と方円“ 生桂徒・遭路指導の理輸と方“向
教員から専任

導、教 へ変更
育相際
及び遭 ・進路指導の理抽及び方法
路指導

等すにる科関 ・教育相談（カウンセリングに関する目l・教育相談の理輸と方接 I 2 I I劫｜同 l教育相続四理論と方桂
目 基礎的な知司院を含む．）の理論lkV'方

法

教育実習
教育実習事前事檀指導 教育実習事前事聾指導

教育翼曹 教育実習

教職実践百貨曹 教職実践薗曹（小） 教職実践揖曹（，J、）

．単位数
－教員の免許状取得のための必修科目

（新） 00単位／（旧） 00単位 ．専任教員数（合許） （新） 0人／（旧） 0人
（遷択必修科目の単位数を青む）

・教員の免許状取得のための選択科目 （新） 00単位／（旧） 00単位 ．必要専任教員数 （新） 0人／（旧） 0人

※1当該学科等の宅称変更をした場合は、 「平成00年度より、 00学科が××学科へ名称変更済」と欄外に記載すること。

※2科目名称や単位、専任教員を変更しない箇所も上記記載例のとおり併せて記載すること。

＜記載上の注意＞

① 「専任教員I欄について、網掛け部分のそれぞれに、 1人以上の専任教員を配置する必要

があるため、 1人以上配置されているかどうかを確認すること。なお、当該網掛けについて

は、学校種ごとに異なっているため、変更に係る学校種の様式を使用するとともに、改変し

与ぶふ与。
② 複数の学校種に渡って共通開設科目をあてている場合、教職課程認定基準に照らして適切

であるかどうかを各大学において確認すること。
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③上記以外の記載については、「イ 教科に関する科目（幼・小用）Jの「＜記載上の注意＞」

を参照すること。

④ 『免許法施行規則に定める科目区分等」は、校種によって異なるので、免許法施行規則を確

認し、適宜修正すること。

ホその他の科目

・養護に関する科目、栄養に係る教育に関する科目等についても、「教科に関する科目（幼・

小用）Jの様式の「免許法施行規則に定める科目区分」欄の記載を変更して作成すること。

－教科又は教職に関する科目については、一種・二種免許状の課程なのか、専修免許状の課程

なのかに応じて、適切な様式を用いて記載すること。

・記載にあたっては、「イ 教科に関する科目（幼・小用）」の「＜記載上の注意＞」を参照す

ること。（免許法施行規則第66条の6に定める科目の新旧対照表についても同様である。）

v）学則・履修規程等（開設年度から適用するもの、及び従前適用していたもの）

免許状の種類（中学校及び高等学校の教諭の免許状にあたっては免許教科の種類）ごとに、免

許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「養護に関する科目J又は『栄養に係る教育に関す

る科目」と、左記に含めていない認定を受けようとする免許状に関連する科目が明確になるよう

に、学則・履修規程等を着色して提出すること。
（例）同一学科等において中一種免（数学）、高一種免（数学）、高一種免（情報）の教職課程認定を受けている場合

【中一種免（数学），高一種免（数学lI 
－免許法施行規則に定める教科に関する科目：青色

－学則・履修規程上定められているが免許法施行規則に定める教科に闘する科目に該当しない科目 水色

【高一種免（情報）】

－免許法施行規則に定める教科に関する科目：オレンジ

・学則・履修規程上定められているが免許法施行規則に定める教科に関する科目に該当しない科目 黄色

vi）その他の様式

変更届に添付する「届出をしようとする大学の課程の概要」『シラパスj 「履歴書J「教育研究

業績書」『組織改組対照表」の記載にあたっては、「II.課程認定の申請要領及び提出書類の様式・

記入要領」中、以下の部分を参照し作成すること。

届出減をしようとする大学の課程の概要

シラパス

履歴書

教育研究業績書

組織改組・再編対照表

6 2～64頁

80～84頁

9 6頁

9 7～9 9頁

1 1 5頁

※6 2～64頁の各「認定を受けようとする大学の課程の概要」の名称を「届出を行おうとする大学の
課程の概要」に変更して作成すること。
なお、認定申請を同時に行っている等により、届出を行おうとする大学の課程と認定を受けようとす
る大学の課程が混在する場合は、「届出を行おうとする免許状の種類（免許教科・領域）」欄に記載す
る認定申請中（予定）の免許状の種類の左側に「A」を付し、備考欄に認定申請中（予定）である旨
を記載すること。
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(2）学科等の名称変更届

学科等の改組・再編を伴わずに学科等の名称を変更する場合は、下記様式を名称変更する年度

の前年度中に報告すること。

大学名や法人名を変更する場合においても、本様式を適宜修正のうえ提出すること。

なお、学科等の改組・再編を伴い学科等名称を変更する場合は、課程認定申請を行わなければ

ならないが、申請とは別に、学科等の名称変更屈を報告する必要はない。

＜記載例＞

(ll 学科等の名称変更届）

②文部科学大臣 00  00 殿
’頃頃喧喧頃喧喧頃頃頃頃頃、

文書番号

行〕 平成00年O月00目
、ν~》~

4’ ③設置者ふみぷNf> 聞

0 0大学の認定課程を有する学科等の名称、の変更について（報告）

このたび、平成00年度より、認定課程を有する学科等の名称を変更したいので、下

記のとおり 、報告します。

記

学科等の名称 免許状の種類 学科等の新名称

0 0学部00学科 中一種免（国語） 0 0学部××学科

高一種免（国語）

＜記載上の注意＞

①文書の日付は、大学から文部科学大臣へ、課程認定を有する学科等の名称、の変更届を実際に提

出する年月日を記載すること。

② 

③ 

④ 

文部科学大臣名は、変更屈を実際に提出する時点での文部科学大臣名を記載すること。

設置者名欄には、認定課程を有する学科等の名称の変更屈を提出する大学の設置者の職名及び

氏名を記載すること。

なお、設置形態により以下のとおりとする。

卜国立大学・・・当該国立大学法人の長

｜・公立大学・・・当該公立大学法人の長または当該公立大学を設置する地方公共団体の長

｜・私立大学・・・当該私立大学を設置する学校法人の理事長

印は、設置者本人の自筆署名の場合は、省略可とする。
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(3）学科等の入学定員変更届

学科等の入学定員を変更する場合は、下記様式を定員変更する年度の前年度中に報告すること。

（※学科等の名称変更と同時に行う場合には、新学科名称を記載し、学科名称変更届も提出する

こと。）

＜記載例＞

cm学科等の入学定員変更届）

文書番号

①蹴制品以

②文部科学大臣納品ぬ品協殿

守0 0  00 
，》》w》》》》vw》‘

③ 設 置 者

0 0大学の認定課程を有する学科等の入学定員の変更について（報告）

このたび、平成00年度より、認定課程を有する学科等の入学定員を変更したいので、

下記のとおり、報告します。

記

学科等の名称 免許状の種類 旧入学定員 新入学定員

0 0学部00学科 中一種免（国語） 0 0人 0 0人

高一種免（国語）

＜記載上の注意＞

① 文書の日付は、大学から文部科学大臣へ、認定課程を有する学科等の入学定員の変更屈を実際

に提出する年月日を記載することロ

② 文部科学大臣名は、変更屈を実際に提出する時点での文部科学大臣名を記載すること。

③ 設置者名欄には、認定課程を有する学科等の入学定員の変更届を提出する大学の設置者の職名

及び氏名を記載すること。なお、設置形態により以下のとおりとする。

④ 

r .国立大学・・・当該国立大学法人の長

ト公立大学・・・当該公立大学法人の長または当該公立大学を設置する地方公共団体の長

卜私立大学・・・当該私立大学を設置する学校法人の理事長

印は、設置者本人の自筆署名の場合は、省略可とする。
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(4）学科等の課程認定取下届

学科等の課程認定を取り下げる場合は、取り下げを行う年度の前年度中に報告すること。

例えば、平成30年度以降の入学生の課程からは教職課程を置かないとする場合や、認定課程

を有する学科等が平成30年度以降は学生募集を停止する場合は、平成29年度中に報告するこ

とが必要である。

なお、学科等の課程認定を取り下げることにより、当該課程を有する全学年の課程が廃止され

るわけではなく、課程認定を取り下げる年度の前年度までの在学生の課程については、当該学生

が卒業するまで当該課程の認定は継続する。

取り下げ後、継続する課程については、大学の責任において、適切な教職指導を行うように留

意すること。なお、取り下げた課程についても、卒業生の免許状の取ノ倖伏況及び就職状況に関す

る調査は対象となるので留意すること。（4年制大学の学部の場合は取り下げ後3年問、 2年制

の短期大学・大学院の場合は1年問。）

※ 取り下げた課程において、教育課程の変更や専任教員の異動等が生じた場合には、変更届

を提出する必要はない。

殿
刷ou’

 

O
内

②
∞
m
 

医大科部文

文書番号

①平稲品局弱体日

④ 

③設置者，dゐぷ品開園

00大学の認定課程の認定取り下げについて（報告）

文部科学大臣の認定を受けた教員の免許状授与の所要資格を得させるための課程につ

いて、下記のとおり、認定を取り下げたいので、報告します。

言己

1 認定を取り下げる課程の名称及び免許状の種類

学科等の名称 免許状の種類 文書番号 文書日付

0 0学部00学科 中一種免（国語） 0 0文科初第00号 平成00年O月O日
~ア司会民武~

高一種免（園語）

⑤ 

2 認定取り下げ時期

平成00年度入学生の課程より取り下げる。なお、これより以前の在学生の課程に

ついては、当該課程の学生が卒業するのを待って、教職課程を廃止する。

⑥ 
3 認定取り下げ理由

平成00年度に、 00学科及び××学科を廃止し、ムム学科へ改組するため。
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＜記載上の注意＞

① 文書の日付は、大学から文部科学大臣へ、学科等の課程認定取下屈を実際に提出する年月日を

記載すること。

② 文部科学大臣名は、変更届を実際に提出する時点での文部科学大臣名を記載すること。

③設置者名欄には、学科等の課程認定取下届を提出する大学の設置者の職名及び氏名を記載する

こと。

なお、設置形態により以下のとおりとする。

卜国立大学・・・当該国立大学法人の長

ト公立大学・・・当該公立大学法人の長または当該公立大学を設置する地方公共団体の長

卜私立大学・・・当該私立大学を設置する学校法人の理事長

④ 印は、設置者本人の自筆署名の場合は、省略可とする。

⑤ 「文書番号」欄は、認定書に記載された文書番号を転記すること。

⑥ 「取り下げ理由」欄は、学科等の課程認定を取り下げる理由を記載することロ
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(5）変更届の提出方法

変更届の提出は、提出する課程の種類（6 3頁参照）に応じてそれぞれ別葉で作成すること。

また、大学学部等の中で複数の課程の変更がある場合であっても、それぞれの課程の担当ごと

に提出するのではなく、大学学部全体を取りまとめて提出すること。

＜提出方法＞

・郵送により提出すること。（文部科学省へ直接持参する必要はない。）

・封筒には、提出する届出の種類を赤字で記載すること。

・大学学部、大学院等の変更届を、まとめて1つの封筒で提出しでも構わない。

・提出する変更届の種類ごとに別々の封筒で郵送することn ただし、「学科等名称変更届』「入

学定員変更届」「課程認定取下届」については、 1つの封筒にまとめて提出しても構わない。

なお、「教育課程の変更届⑦』に「教育課程の変更届①～⑥jの内容が含まれている場合は、

1つの封筒にまとめて提出すること。

く提出先＞

干100-8959 宛

封筒の表に、提出する変更届出の種類（124頁参照．）により、以下のと
おり赤字で記載すること。
(3）～（5）についてのみまとめて1つの封筒で提出しでも構わない。
(2）を届け出る際、（1）の内容が含まれている場合は1つの封筒にまと
めて提出すること。（封筒には（2）のみを記載する。）

文部科学省初等中等教育局教職員課東京都千代田区霞ヶ関3ー 2-2

(1）教育課程の変更届①～⑥・・・・「教育課程変更届 提出」
(2）教育課程の変更届⑦・・・・・・ I教育課程変更届⑦提出」
(3）学科等の名称変更届・・・・・・「学科等名称変更届提出J
(4）学科等の入学定員変更届・・ ・・「入学定員変更届 提出」
(5）学科等の課程認定取下届・・・・「課程認定取下届 提出J

教
育
書
程
変
更
届
重
出

＜書類の体裁＞

・左側に2つ穴を開けること。

－変更届が複数枚の場合には、ホチキス文はクリップ等でどめること。（ファイルに綴らない

こと。もし、クリップ等で止められない場合には、つづり紐でまとめること）

大学学部の課程 大学院の課程
変更届 変更届

ホチキスでとめられない場合は、ダブ
ルクリップ、つづり紐等でまとめるこ
と

ー144-

。
。

， 
一

。 一
一。

左上をホチキス
留めする
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2.提出書類の様式

変更内容一覧表

(I 教育課程の変更届）

（変更内容一覧表）

変更内容一覧表

教育隈程の変更届の変更内容

の 仇③低）信〕⑥

授業科目の 専任教員の

免許状の種類 履修方法
専任教員を

職位（教授・学科等名 授業科目を 授業科目の 授業科目の
｛必修・選択 准教授・講

新股又lま廃 名称を変更 単位教を変
必修・選択）

変更する場
師・助教）を

止する緬合 する場合 更する場合
を変更する

合
変更する場

場合 合

2 

股置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況

（殴置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況）

設置の前後における学位等及び専任教員の所属の状況

届 出 時 お tす る 状 混 聞 霞 時 お lす る 状 況

授与する竿位等 専任教員 領与する学位等

学旬等の名称 単位又 学位又l孟 異繭先 助教 うち 学部等の名称 学位又 学位又11 異動元

Ii称号 学科の分野 以上 教捜 lま称号 学輔の分野

A’学部B’学科 5 2 A学部B学科

C学部D学科 1 。 C学部D学科

A学部B学科 学士（文学） 文学関係 （退恥 1 o《’学部B’学科 学士（文学） 文学関係 （新規採用）

官＋ 7 2 普＋

官＋ 普＋

庁3

教職課程麗

定審査の確

認事項1
( 1）③に融

当し、変更

する場合

専任教員

助 . うち
以上 教捜

5 2 

1 。
1 。

7 2 

「専任教員」欄には、当該学科等に籍を有する教職課程認定上の専任教員数を記載すること。

なお、みなし専任教員や共通開設により他学科等に籍を有する専任教員については、本表に記載し

ないこと。

ー145-
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l新旧対照表

i ）教科文は教職に関する科目（一種・ニ種免許状の課程用）
(I.,.. .. 障の護軍届》

U肺対鳳劃

教科又は教職に閲する科目の変更届新旧対照表

大学名 00大学（学部学科等の課種J 担当陣周

設置者名 0000 電曹’号
担当者

大学の位置 00県00市00町00番地O
PAXff 

伊首ail

新
挙郁 ~科峰

入学
直近の認定年度

自E定量受けている免許状の種鋼
新学園u帽の遭周年度

旧 定員 （~肝教軒｝

教育課程を変新
更する学科等

00学部 00学科 。。 平成00年産

l日 00学部 00学科 。。 平成00年度 小一種免

事E l日

免許法撞行規則に定める
噂盤’k 噂盆＂＇

科閏区分
授業科胃 一ー 履修方法 授業科目 トー－－ーー 履修方法

必遭 必週

学校現場体厳 2 学校現場体験 2 

ポヲYティア婁署 2 
『盤重量耳障盤E由民国主基盤 「量蝿ヲ吐量，a，圃...，民且

固If2適量亜EZ且..盤量 1,r,ヲンテ甲’E 2 国 1仙沼・量3・ヨL困 v F砂・・M骨・E

l. 盤単位a孟エ墨隼！.畠「盤 必ず し..r• 
武ヲンテ，，7事1曹 Eι圃主晶畳EI i誼I」且 圃 tこ闘する耳目l曹 l＜吐

2. f量且ι匝主晶量目 l iこっp 「歯噛に閣する掛目l につい
且 工畳茸エa且畠凪 k量畳 いで酔昔、...単峠~，

．．．．．．． 
教科又は教職に関する科目

2. －・・．．．． 孟

業 1当練学科等町名称変更をし世場合は、 「早成00年度より、00学科がxx学科A 名称変更済Jt欄外に記噂するとと．

様2科目名称＋単位、専任敵員量産更しない箇所も上記記輩例のとおり併せて記範すること．

ii ）免許法施行規則第66条の6に定める科目
【，... 畠の’D！眉｝

噺 l剛 院禽］

教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目の変更届新旧対照表

大学名 00大学 （学郁学科等の課程〕 担当揮居

段置者名 0000 電話番号
担当者

• a、，k・崎
大学の位置 00県00市00町00番地O

e喧姐11

新
学部 学科等

入学
直近の寵定年度

.定を畳行ている免許状町種圏直
新学llJ等の適周年度

l日 定員 （免許誼科］

事量育疎程在変
新 00学師 00学科 。。 平成00年度Eす畠学科等

18 00学剖 00学科 。。平成00年度 小一種免

新 ！日

免許盤施行規且uに定める
‘組量 -科目区分

授業科胃 履修方法 授業科閏 ー－ 履修方法

，／！$遷 必 還

日本閏憲法
日本閏憲法 2 回本国憲法 2 

体育ll倫 : :.H貴重乱冒 土 師＂岨 ・－ 担 用瞳

体育運輸 • I ー』 ， 橿且 目 下 回 B橿且 目 z・占z~占畠
体育 ｜位膏事,itI 陸宜皇主主 2 _J 

llr古 宮北胃

英会話I 2 英会曹I 2 
外酉梧コミュニケーション

英会話E 英会話E孟 孟

情報樋器の操作
情報処理演習 2 情報処理慣習 2 

滅1当歯車学科等の名称変更をした場合は、 『平成00年度より、00学科がxx学科へ4称変更済Jt欄外に記載するとと．

業2科目名称や単位、専径数員を膏更しない簡所も上記記韓ti！のとおり併せて記離するとc.

ー146-

備考

平成00年度入学
生より適用する．

変更内騨等

新世

新世

履修方法変更

備考

平成00年度入学
生より適用する．

変更内容等

履修方法変更

新館

履修方怯蜜頁
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iii)教職に関する科目（幼）

(I数育保温の変更届）

〔新旧対照表）

大学名

設置者名

大学の位置

教職に関する科目の変更届新旧対照表（幼）

00大学（学部学科等の課程） 担当部局

0000 電商番号

00県00市00町00番地O
FAX番号

e－回11

新
学部 学科等 入学定員 直近の認定年度

認定を受けている免許状の種類

IB （免許教科）

教育課程を変新
更する学科等

00学部 00学科 。。
I目 00学部 00学科 。。 平成00年度 幼一種免

免許法施行規則に定める
新

科目区分等
単位数 共通

専任教員岡俊
履修

授業科目 トー－r一一ト一一
方法

授業科目

各科目に含める必要事項 必選
掌校

氏名・職名科目 種

－教職の意義及び教員の役割 教職概論 2 ィ、 0000敬授 教職概論

教職の －教員の職務内容（研修、服務及び身
意義等 分保障等を官u.) 
に闘す
る科目 ・進路選択に置する各種の機会の提供

等

・教育の理念並びに教育に関する歴史 教育原論 Z ,1、
陣出

教育原論

及び思想 蓋査杢宜量量 1 ’ト
教育の

－幼児、児童及び生徒の心身の発達及
基礎理

び学曹の過程（障害のある幼児、児童
教育，c，理学 2 小 教育心理学

輸に関
及u生徒の心身の発達及u学習の過程

する科
を吉む。） 学習・措違繭 2 ,1、 学習・発達薗

目

・教育に関する社会的、制度的又は経 教育制度論 2 小 ♀♀♀♀盤直 教育制度論

営的事項

・教育課程の意論及び編成の方法 教育課程歯 2 ィ、 車店主ュZム誼

・各教科の指導法 保育内容指導法 保育内容指導法

保育内容（健廉） 保育内容（健康）

教育課 保育内容（人間関係） 保育内容（人間関係）
程及び
指導法 保育内容（環境） 保育内容（環境）
に闘す

保育内容（言葉） 保育内容（言葉）る科目

保育内容（表現） 保育内容（費現）

・教育四方法及び技術（情報機器及び
教育方法輪 生 ィ、 教育方法輪

教材の活用を青む。）

生徒指
導、教 ・劫児理解の理論及び方法 幼児理論の理解と方法 2 

－：－－：－晶岨
幼児理論の理解と方法

育相談
及び進
路指導

・教育相談（カウンセリングに関する 教育相談の理論と方法 2 ィ、 教育相較の理論と方法
等に関

基礎的な知識を官u.）の理繭及び方
する科

法
目

教育実習事前事桂指導 1 教育実習事前事桂指導
教育実習

教育実曹 • 教育実習

教職実践演習 教職実践演習（幼） 2 教職事践演習（幼）

・単位数
－教員の免許状取得のための必修科目

（新） 00単位／（旧） 00単位 ・専任教員数（合計）
（選択必修科目の単位数を青む）

－教員の免許状取得のための遭択科目 （新） 00単位／（旧） 00単位 ・必要専任教員数

※1当該学科等の名称変更をした場合は、 「平成00年度より、 00学科が××学科へ名称変更済」と欄外に記載すること。

※2科目名称や単位、専任教員を変更しない箇所も上記記載例のとおり併せて記載すること。
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旧

単位数

一「ー

必選

2 

呈

2 

2 

2 

2 

旦

2 

2 

1 

4 

2 

担当者

新学則等の適周年度 備考

平成00年度
平成00年度入学

生より適用する。

専任教員
履修

変更内容等

氏名・職名
方法

0000敏授

履修方法変更

新設

QQQQ盈盤 職位変更

名称変更

単位数変更

兼任教員から専任
教員へ変更

（新） 0人／（旧） 0人

（新） 0人／（旧） 0人
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iv）教職に関する科目（小）

(I教育隈曜の変更届）

t新＇＂対照表｝

大学名

設置者名

大学の位置

教職に関する科目の変更届新旧対照表（小）

00大学（学部学科等の課程） ｜担当面周目

0000 ｜臨番号

00県00市00町00番地O

新
｜日

学部 学科等 諸｜直近の認定年度｜ 認批判説話刊の種類

塁手号季語l新 00学部 00学科 。。
l日 00学部 00学科 oo I 平成00年度 小種免

免許法施行規則に定める
新 旧

科目区分等
単位数 共遁

専任教員 単位数
開設

履修
授業科目

~ 方法
授業科目

同匝科目 ｜ 各科目に含める必要事項 学校
氏名・職名種

・教捕の意義及び教員の役割 ｜教職概精 21 幼 0000敬授 教職概論

酬の｜…時…意義等分保障等を官tr.) 
に闘す

る科目 ．進路遭択に置する各種の機会の提供
等

・教育の理念並びに教育に関する歴史 教育原論 ｜幽｜一 ｜孟｜｜及び思想 盤宣杢宜量

教基礎育理の ・幼児、児童及び生徒の心身町発達及 教育心理学
輸に関 び学曹田過程（障害のある幼児、児童
する科 及び生徒の心身の発達及び学習の過程

学習・発達輪 学習・発達輪
目 を青む．）

－教育に関する社会的、制度的又は経 教育制度論 教育制度論

官的事項

－教育課程の宜義及び編成の方法 盤宣盤量量 カリキュラム抽

・各教科目指導法 初等教科教育法（国語） 書写を含む 初等教科教育法（国語）

初等教科教育法（杜会） 初等教科教育法（社会）

初等教科教育法（算数） 初等教科教育法｛算数）

初等教科教育法（理科） 初等教科教育法（理科）

｜榊一 初等教科教育法｛生活）

程及び 初等教科教育法（普楽） 初等教科教育法（膏揖）
指導法
に闘す 初等教科般育法（図面工作） 初等教科敏育法（図面工作）

る科目
初等教科教育法（家庭） 初等教科教育法（家庭）

初等教科教育法（体育） 初等教科教育法（体育）

－道徳の指導法 道徳の指導法 道徳の指導法

・特別活動の指導法 特別活動目指導法 特別活動の指導法

・教育の方法及び技術（情報機器及び
教育方法論 幼 教育方法論 主教材の活用を官tr.) 

生徒指 －生徒指導の理論及び方法 生法徒・進路指導の理論と方向白 生法徒進路指導の理論と方”白

導、教
育相談
及び進 ・進路指導の理論及び方法
路指導

等すにる科関 ．教育相桜（カワンセリングに関する l教育相談の理論と方法 121 I幼 l教育相談の理輸と方法
目 基礎的な知障を青tr.）の理論及び方

法

教育実習事前事桂指導 1 教育実習事前事桂指導
教育実習

教育実曹 教育実習• 
教職実践演習 教職実践慣習（小） 2 教職実践横習｛小）

．単位数
－教員の免許状取得のための必修科目

（新） 00単位／（旧） 00単位 ．専任教員数（合計）
（選択必修科目の単位数を含む）

－教員の免許状取得のための選択科目 （新） 00単位／（旧） 00単位 ・必要専任教員数

※1当該学科等の名称変更をした場合は、 「平成00年度より、 00学科が××学科へ名称変更済J1'欄外に記載すること巴

※Z科目名称や単位、専任教員を変更しない箇所も上記記載例のとおり併せて記載すること。

一148-

担当者

新学則等の適周年度

平成00年度

専任教員

氏名・職名
方法

00004世授

書写を含む

備考

平成00年度入学
生より適用する。

変更内容等

変更

｜一兼教任員教へ員から専任
変更

（新） 0人／（旧） 0人

（新） 0人／（旧） 0人

- 56-


